
「第２次茨木市人権施策推進計画」
推進状況報告書

令和５年（2023年）10月
茨 木 市

※市では、令和５年３月に「第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）」（計画期間：令和５年度～令和８年度）を
策定し、人権施策のさらなる推進と充実に向け、取組を進めておりますが、本報告書は令和４年度の事業実績
にもとづく内容のため、計画改定前の施策分類等により掲載しております。
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第２次茨木市人権施策推進計画【概要】 計画期間（平成 29 年度～令和８年度）10 年間 

【計画の基本理念と構成】 

 

 

人権が本市行政のあらゆる場面において、

常に意識され、尊重されるとともに、これら

の実現に向けて取り組み、市民とともに人権

尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推

進するための計画として策定するものです。 

 

 

○ 一人ひとりがかけがえのない存在として 

尊重される差別のないまちづくり 

○ 誰もが個性や能力を生かして自己実現を 

図ることのできる豊かな人権文化の創造 
 

 

 

１ 計画策定の趣旨・背景 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 

 

 

１ 茨木市の取組の現状と課題 

２ 市民意識調査からみた課題 

３ 近年の社会情勢を踏まえた施策課題 

 

 

 

１ 計画の基本理念 

２ 人権課題への取組に共通する基本方針 

３ 取り組むべき主要課題と施策の方向性 

 

 

 

１ 人権意識の高揚を図るための施策 

２ 人権擁護に関する施策 

 

 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の評価と進行管理 

第２章 人権施策の現状と課題 

第３章 計画の基本理念と取り組むべき 

主要課題 

第４章 人権行政の推進－市行政の基盤 

    としての人権施策 

第５章 計画の推進にあたって 

【計画の３つのポイント】 

計画の基本的考え方 

 

基本理念 

第１章 計画策定の背景 

１ 取り組むべき主要課題 ２ 人権行政の推進 

 

１ 計画の推進体制                                           ２ 計画の評価と進行管理（ＰＤＣＡサイクルの確立） 

                                                        

３ 計画の推進体制等 

子どもの安全な居場所づくり／子どもの貧困対策 
いじめ等の権利侵害に対する相談支援体制の充実 

若者の自立支援／若者の就労支援 など 

（２）子ども・若者の問題 

基本理念 

市
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１ 人権意識の高揚を図るための施策 

２ 人権擁護に関する施策 

行政 

愛センター 

 

人権センター 人権啓発推進協議会 

社会教育・生涯学習施設 

企業 民間団体 

連携体制の強化 事業の検証・評価が 

可能な体制整備 

Ａ 見直し（Action） 

・事業内容の改善・見直し 

Ｐ 計画策定（Plan） 

・審議会の議論を踏まえた策定 

Ｄ 推進（Do） 

・計画に基づく事業の実施 

Ｃ 評価（Check） 

・自己点検、審議会・当事者等の評価 

③人権に関する学習機会の提供 

①人権啓発推進体制の確立  ④就労の場における人権文化の醸成 

②人権教育の充実   ⑤地域における人権文化の醸成 

 

（１）人権教育・啓発の推進 

 
①指導者・ボランティアの育成 ③自ら学び、行動する消費者市民の育成 

②当事者グループの支援と協働 

（２）人権教育・啓発に取り組む指導者の養成 

 

 
①ＮＰＯ・地域団体等の支援     ③当事者の参加の推進 

②市民参加によるまちづくりの推進 

（３）市民の主体的な人権教育・啓発に関する活動の促進 

 
①人権に関する情報収集・提供機能の充実  

②人権教育・啓発に関する調査・研究 

③災害時における災害弱者の支援体制の確立と地域連携の促進 

（４）人権教育・啓発に関する情報収集・提供機能の充実 

 
①教育の機会均等の確保と学習の場の充実 

②識字・日本語学習や基礎教育の学び直しの機会の提供 

（５）教育の機会均等の確保と学習の場の充実 

 

①当事者のエンパワメント、市民の主体的な判断・自己実現の支援 

②社会参加の促進と社会的障壁の除去・軽減 

③困難を抱える市民に対する情報提供・学習支援 

（１）市民の主体的な判断・自己実現の支援 

 

①人権にかかわる相談窓口の整備 ④庁内連携による相談対応の強化 

②相談機関との連携         

③相談事例等を通じた実態把握    

 

  

①人権救済・保護体制の強化  

②関係機関との連携の強化 

③地域における人権侵害の防止と保護・救済 

④就労の場における人権侵害からの保護・救済 

⑤各種生活支援サービスや福祉サービスの充実 

（２）人権にかかわる総合的な相談窓口の整備 

（３）人権救済・保護体制の充実 

インターネット上の権利侵害に関する相談・支援の充実 

子どものインターネット利用に関する権利保障の確保 

（８）インターネットを通じた人権侵害 

個人情報の保護の取組 

個人情報の適切な利用と管理についての体制整備 

（７）個人情報 

多文化共生社会の実現／日本語学習機会の提供 
学校教育における支援と国際理解教育の推進 
ヘイトスピーチ・ヘイトクライムの防止と適切な保護・救済 など 

（６）外国人問題 

人権文化の確立に向けた啓発の推進 

新しい課題に開かれた人権行政の推進 

（10）さまざまな人権問題 

適切な啓発と情報提供／学校教育における配慮 

多様な性のあり方を反映したライフスタイルの保障 
慣習的・制度的差別の解消 など 

（９）セクシュアル・マイノリティ 

障害者の権利と社会参加に関する啓発の推進／相談支援体制の整備 
雇用の促進／インクルーシブ教育システムの構築 
福祉サービスの充実／虐待の防止と権利擁護 など 

（４）障害者問題 

相談支援体制の充実／虐待の防止と権利擁護 

認知症対策の充実／介護保険サービスの充実 

社会参加の促進／雇用機会の拡大／災害時支援体制の整備 など 

（３）高齢者問題 

男女共同参画の推進／政策決定の場への女性の参画の推進 

仕事と家庭を両立できる労働環境の整備／相談・支援体制の充実 
人権侵害からの救済／関係団体・機関とのネットワーク 

（１）男女共同参画 

人権課題への取組に 

共通する基本方針 

 

１ すべての人にとって

価値あるものとして

の人権意識のかん養 

 

２ 自らと他者の人権の

擁護に積極的な態度

の育成 

 

３ 新しい課題に常に開

かれた取組 

 

４ ソーシャル・インク

ルージョンの観点か

らの人権の擁護 

啓発の推進／職場・地域における学習機会の充実／相談支援の充実
教育や労働、生活等にかかわる課題の解消の取組 

同和教育の再構築／交流や協働の取組の促進 など 

（５）同和問題 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

1 ローズＷＡＭ講
座等の開催

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し
て学習･啓発の充実を図る｡
〔概要〕各種講座を実施
〔実施日〕4月～3月
〔対象者〕市民
〔参加者〕6,152人
〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン
スほか
〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共
同参画

新型コロナウイルス感染症対
策に留意しつつ、徐々に活動
を活発化するとともに、引き
続きオンラインを併用するこ
とにより、参加者も増加し男
女共同参画についての理解の
促進を図ることができた。

いばらきジェンダー平等
プランの目標を達成する
ための諸事業をさらに展
開していく必要がある。

重点項目を中心により効
果的な手法や内容を検討
し実施していく。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

2 「男女共生セン
ターローズＷＡ
Ｍ事業概要」の
発行

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画計画に基づく実施事業をとりまとめ､今後の事
業推進の資料とする｡
〔概要〕年間を通して､実施した講座や事業内容についてまとめた冊
子を発行
〔種別〕冊子
〔発行月〕6月
〔発行部数〕70部（ホームページにも掲載）

(1)男女共
同参画

男女共生センターローズＷＡ
Ｍ事業概要を作成し、関係団
体などに配布するなど、男女
共同参画に関する事業を広く
市民に周知することができ
た。

市総合アプリやＳＮＳを
活用した情報発信によ
り、多くの市民に周知す
る必要がある。

市総合アプリやＳＮＳを
活用した情報発信を行
う。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

3 「男女共生セン
ターローズＷＡ
Ｍ情報誌」の発
行

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共生センターローズWAMでの講座等を情報発信し､男女共
同参画社会への啓発とする｡
〔概要〕WAM通信を年1回発行
〔種別〕冊子
〔発行月〕11月
〔発行部数〕11,000部

(1)男女共
同参画

WAM通信を作成し、男女共同参
画に関するトピック記事や講
座等の情報を発信すること
で、男女共同参画社会への啓
発となった。

今後も継続して実施し､
啓発に努める。紙媒体以
外での情報発信も進め
る。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容を選定する
とともに、手に取りたく
なる紙面を作成し、より
効果的な啓発となるよう
工夫する。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

4 憲法月間記念講
演会の開催

人権・男
女共生課

〔目的〕憲法第11条に定められた永久不可侵の基本的人権について､
市民の人権意識の高揚を図る｡
〔概要〕憲法月間(5月)に著名人を招き､人権に関するテーマで講演会
を実施
〔実施日〕5月13日
〔対象者〕市民
〔参加者〕会場入場140人、オンライン視聴回数延べ270回
〔テーマ〕共に生きるとは何か
　日本で暮らす外国人の声、家族の歴史から考えた多様性
〔講師〕安田菜津紀さん (フォトジャーナリスト)
〔場所〕茨木市市民総合センターセンターホールとオンライン配信に
より実施

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、会場入場を定員
の半数とし、オンライン配信
も実施した。講演内容は、本
市が取り組んでいる多文化共
生に関するものであり、啓発
手法、講演内容とも高い評価
を得られた。

参加者の増のためには、
啓発手法、テーマ設定、
講師の選定等、総合的に
検討することが必要と
なっている。

引き続き、啓発効果の高
い手法及び内容等の検討
が必要である。

1 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

5 人権啓発講演会
の開催

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚と人権が尊重される社会の実現を図
る｡
〔概要〕講師を招き､人権に関するテーマで講演会を実施
(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①7月21日②9月24日③11月5日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①15人②23人③46人（全回ともzoom含む）
〔テーマ〕①デマ・流言に流されない②自死遺族として支援者として
伝えたいこと③地球温暖化について考える
〔講師〕①津久井進（弁護士）②佐藤まどか（NPO法人グリーフサ
ポート・リヴ代表理事）③久田治信（地方独立行政法人天王寺動物園
運営課運営係長)・江守正多（東京大学未来ビジョン研究センター 教
授／国立環境研究所）
〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター
(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①12月14日②1月21日③2月10日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①63人②81人③79人（全回ともzoom及び録画配信含む）
〔テーマ〕①LGBTQ支援から②「見た目」ってなんで大事なの？③結
婚差別と日本の家族
〔講師〕①茨木市人権・男女共生課職員、NPO法人QWRK内藤れん②外
川浩子（NPO法人マイフェイスマイスタイル代表）③齋藤直子（大阪
教育大学地域連携・教育推進センター特任准教授）
〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①11月26日②12月10日③1月21日④2月25日⑤3月18日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①8人②25人③11人④23人⑤11人
〔テーマ〕①パートナーシップ制度とLGBTについて②「識字」と「隣
保館」との出会い③情報リテラシーと人権④見た目問題と人権⑤暮ら
しの中にある差別・排除を考えよう
〔講師〕①③⑤大北規句雄（追手門学院大学非常勤講師）②山本栄子
（元部落解放同盟京都市協議会事務局長）④ＹＯＵ（シンガーソング
ライター）
〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

オンラインとの併用開催を行
うことで、コロナ禍での人権
啓発講演会を開催することが
できた。

旬な話題を取り入れた
テーマを設定する等常に
人権に関するアンテナ感
度を高める必要がある。

府内外問わず各種人権研
修や講演会等に積極的に
参加することで情報収集
及び講師発掘を行う。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

6 懸垂幕の掲出 人権・男
女共生課

･人権･平和に関する啓発
 ｢『多様性』　認めて始まる　住みよい社会｣
 ｢人権擁護宣言都市 茨木市｣
 ｢わがまちは非核平和で明るい暮らし｣
･男女共同参画に関する啓発
 ｢男女共同参画社会をめざそう!｣

(10)さま
ざまな人
権問題

人権・平和に関する市の姿勢
や考え方を多くの市民に周
知・啓発することができた。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容の検討等が
必要である。

継続して実施する。

2 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

7 啓発紙「虹のひ
ろば」の発行支
援

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図る。
〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会が身近な人権をテーマに、見やす
い紙面に構成し発行する啓発紙の作成に協力した。自治会加盟世帯に
回覧。
〔種別〕啓発紙
〔発行日〕2月15日
〔発行部数〕14,500部

(10)さま
ざまな人
権問題

戦時下における少数民族の状
況、性の多様性に関する小・
中学校での取り組み等、タイ
ムリーな記事のほか、人権作
品や人権啓発推進協議会の活
動等、地域で人権啓発をすす
める取り組みについて掲載し
た。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容の検討等が
必要である。

継続して実施する。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

8 メンタルヘルス
等に関する啓発

健康づく
り課

〔目的〕こころの健康づくりを推進する。
〔概要〕専門家、識者による講演会を実施。
〔実施日〕①7月7日、②11月24日、③1月28日
〔対象者〕①②自殺対策ネットワーク連絡会の会員、③市民
〔参加者〕①48人、②28人、③129人
〔場所〕①②生涯学習センターきらめき、③ローズＷＡＭ

(10)さま
ざまな人
権問題

講師として、自殺問題の専門
家(①②)や、自殺率が高い中
高年のよりよい生き方につい
て発信している識者(③)を招
いた。
内容については、自殺対策
ネットワーク連絡会の会員に
は専門的な知見を深め、一般
の市民には人生後半戦を活性
化させる具体的なヒントを提
示するよう工夫した。
市民向けの③には定員を上回
る申し込みがあり、アンケー
トでも概ね高評価だった。

今後も自殺対策ネット
ワーク連絡会での情報共
有・連携強化を図り、メ
ンタルヘルス等の啓発を
強化する。

自殺対策ネットワーク連
絡会等との連携によっ
て、ニーズを的確に把握
し具体的な取り組みにつ
なげる。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

9 児童虐待防止に
向けた取組(児
童虐待防止推進
月間)

子育て支
援課

大きな社会問題となっている、児童虐待の状況に対して、広く市民に
児童虐待防止の啓発を行うため、年間を通じて市内を走行するバス車
両の側面に、児童虐待防止についての広告を掲出した。併せて、11月
からの児童虐待防止推進月間の1か月間については、バス扉横シート
にも児童虐待防止の広告を掲出、市公用車にも児童虐待防止推進月間
啓発マグネットシートを貼付した。また、市民参加によるオレンジリ
ボンのツリーを市役所本館、南館、合同庁舎、ローズWAM、中央図書
館の５か所に設置するとともに、児童の福祉に関連する職務に従事す
る職員にオレンジリボンの着用を依頼した。

(2)子ど
も・若者
の問題

児童虐待に関する相談件数は
依然として増加傾向にあり、
特に、子どもの生命が奪われ
るなど、痛ましい事件は後を
絶たない。児童虐待の問題
は、社会全体が継続して取り
組む、重大な課題である。児
童虐待を未然に防ぐための、
具体的な数値目標を立てるこ
とは困難であるが、市民、関
係団体、市職員等に、関心と
理解を得られる、企画、事業
展開を行うことができた。

児童虐待に関する痛まし
い事件は、後を絶たず、
社会に与える影響も多大
である。

令和5年度も啓発活動を
通じて、児童虐待の防止
及び早期発見に努める。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

10 ごみ集積場所看
板に標語の印刷

環境事業
課

ごみ集積場所看板に「守ろう人権・許すな差別」の標語を記載し、人
権啓発を図っている。

(10)さま
ざまな人
権問題

啓発物により市民の人権に関
する認知度を高める効果があ
る。

継続して実施する。

1 (1) ①人権啓
発推進体
制の確立

11 人権教育夏季研
究集会の開催

学校教育
推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識を高める｡
〔概要〕人権教育夏季研究集会
〔実施日〕7月24日
〔対象者〕幼・小・中学校園教職員
〔テーマ〕「水平社の『姉妹』たち」（オンライン）
〔講師〕関西大学人権問題研究室委託嘱託員　宮前　千雅子　氏

(10)さま
ざまな人
権問題

人権が尊重された学校づく
り、人権教育の推進について
教職員の意識を高めることが
できた。

管理職も含めた教職員が
参加できる体制をつくる
必要がある。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定するとともに、オン
ラインも合わせて行って
いく。

3 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ②人権教
育の充実

12 広報いばらきの
発行

まち魅力
発信課

各課が所管する人権関連の記事を広報誌に掲載し、市民の人権意識の
啓発に努めた。

(10)さま
ざまな人
権問題

より多くの方々に広報いばら
きを読んでいただけるよう誌
面作りに工夫を重ねた。

今後も継続して各課所管
の人権啓発記事を掲載す
る。

1 (1) ②人権教
育の充実

13 生涯学習情報誌
「Ｎｅｘｔ Ｓ
ｔａｇｅ」の発
行

文化振興
課

〔目的〕
人権問題を生涯学習のテーマのひとつとして､身近な学習の場を提供
し人権意識の高揚を図る｡
〔事業内容〕
市や市の関係団体、国・府の機関、市内大学・病院が実施する人権講
座等の生涯学習情報集約し、紙媒体・HPにて生涯学習情報を発信す
る。
〔発行月〕
8月、12月、4月/年3回
〔発行部数〕
各4,300冊発行

(10)さま
ざまな人
権問題

昨年度から引き続き、生涯学
習情報を集約するとともに、
HP等による情報発信を行っ
た。

生涯学習情報を必要とし
ている世代に対して情報
発信方法を検討する必要
がある。

引き続き、インターネッ
トを活用し、生涯学習情
報の発信を行う。

1 (1) ②人権教
育の充実

14 「男女共同参画
計画実施状況報
告書」の発行

人権・男
女共生課

男女共同参画計画に基づく「男女共同参画計画推進状況報告書」を作
成し、公表した。
〔発行数〕70部
〔送付先〕関係課、関係機関、男女共同参画推進登録団体
〔公表方法〕市ホームページ、庁内ネットワーク「いこ＠ねっと」

(1)男女共
同参画

取組みに対する評価と課題を
各担当課で記載することに
よって、各課の事業の進捗状
況が明確になった。

担当課によって意識の違
いがあるため、今後も男
女共同参画の視点の重要
性について各課に働きか
けていく必要がある。

今後も、効果的な働きか
けについて研究してい
く。

1 (1) ②人権教
育の充実

15 「男女共同参画
情報誌」の発行

人権・男
女共生課

小学生、中学生に人権・男女共同参画啓発リーフレット、カレンダー
を配布した。
・小学4年生向けリーフレット：4コマまんがで考えよう　人権ってな
んだろう？3,800部発行
・中学1年生向けカレンダー：みんなでHappyにニャろう!!～身のま
わりの人権を考える～3,600部発行

(10)さま
ざまな人
権問題

市内の小学4年生にリーフレッ
ト、中学1年生にカレンダーを
配布するとともに、各教室に
も掲示してもらい、通年を通
して、身の回りの様々な人権
課題に気づくきっかけとなる
情報を提供することができ
た。

引き続き、用語や掲載情
報について見直していく
必要がある。

わかりやすい表現を意識
するとともに、必要に応
じて新しいテーマを取り
入れた情報内容とする。

1 (1) ②人権教
育の充実

16 「地域情報誌
(紙)」の発行

人権・男
女共生課

〔目的〕いのち･愛･ゆめセンターで実施する各種事業の周知や人権に
関する情報を提供し､センターの利用促進及び人権啓発を推進する｡
(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター
①「ｉセンターだより」
〔発行部数〕年2回、各4,850部〔対象〕豊川中学校区
②地域情報誌「るーぷ豊川」
〔発行部数〕年2回、各4,850部〔対象〕豊川中学校区
(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
｢ｉセンターだより｣
〔発行部数〕年4回、各7,000部〔対象〕主に葦原小学校区
(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター
①「ｉセンターニュース」
〔発行部数〕年2回、各10,500部〔対象〕三島中学校区
②地域情報誌「みしま」
〔発行部数〕年2回、各10,500部〔対象〕三島中学校区

(10)さま
ざまな人
権問題

カラー印刷や、漢字等には、
フリガナを入れることを徹底
し、誰にでも読みやすい誌面
を心がけて作成した。（豊
川）
顔である表紙はなるべく文字
を少なくし、写真や絵、図等
で情報を発信するとともに、
詳細情報は市ＨＰから情報収
集してもらうようコードの掲
載を多用した。（沢良宜）
カラー印刷に伴い色使いやレ
イアウトにも工夫を施し、興
味を持って見ていただけるよ
うに作成した。（総持寺）

各センターとも年4回の
発行であるため、タイム
リーな情報提供には限界
があり、発行月を意識し
た事業計画が必要であ
る。

参加者を募る事業等は発
行月を見据えた事業計画
を組むよう見直しを行っ
ている。

4 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ②人権教
育の充実

17 人権作品募集及
び表彰の実施

人権・男
女共生課

〔目的〕市民に同和問題をはじめとする人権問題を啓発し、人権尊重
の精神の徹底を図る。
〔概要〕
(1)茨木市人権啓発推進協議会が①作文・詩②標語③メッセージ④ポ
スター⑤動画を募集
(2)総持寺いのち・愛・ゆめセンターで①ヒューマンワード②標語を
募集
〔対象者〕
(1)15歳以上の市内在住・在学・在勤者
(2)市内在住・在学・在勤者
〔表彰日〕
(1)12月15日
(2)2月25日

(10)さま
ざまな人
権問題

(1)多数の応募があり、標語が
10点、作文・詩が1点、ポス
ターが7点入選した。
(2)ヒューマンワードが1点、
標語4点が入選した。

市民参加により人権問題
を啓発できる取組である
ことから継続して実施す
る。

1 (1) ②人権教
育の充実

18 茨木市人権擁護
委員会との連携

人権・男
女共生課

〔目的〕人権擁護委員法の主旨に則り､自由人権思想の普及高揚と基
本的人権の擁護に資するため､委員会を組織し円滑な活動を図る｡
〔概要〕職務に関する情報の収集や研究を行い､市と連携して相談や
啓発活動を行う｡

【「人権の花」運動】
　〔概要〕小学校に花の球根を贈呈し、花を育てる活動を通じて児童
に豊かな人権感覚を育む。あわせて人権教室を実施する。
　〔実施日〕11月10日
　〔参加者〕3年生児童74名
　〔場所〕市立小学校（毎年1校）
【子どもの人権教室】
　〔概要〕学童保育室入室児童を対象に人権教室を実施
　〔実施日〕10月～1月（5回）
　〔参加者〕188人
　〔場所〕市立学童保育室（5か所）
【人権週間街頭啓発キャンペーン】
　〔概要〕啓発物品を配布
　〔実施日〕12月1日
　〔場所〕阪急茨木市駅前・JR茨木駅前

(10)さま
ざまな人
権問題

小学校における「人権の花」
運動・人権教室や、人権週間
街頭啓発キャンペーンの実施
など、感染対策を講じなが
ら、広く市民に啓発を行うこ
とができた。また、コロナ禍
で一時中止していた人権擁護
委員による人権相談窓口を再
開するなど、市民の人権擁護
に努めた。

コロナ禍で中止・制限さ
れていた活動は概ね再開
したものの、人権教室に
おいて子どもたちとの交
流が制限されるなどの影
響があった。また、人権
相談に来訪する相談者が
少ないのも課題である。

コロナ禍での活動経験を
活かし、今後もより効果
的な活動方法を検討・研
究していく。また、人権
擁護委員や相談窓口の周
知に努める。

1 (1) ②人権教
育の充実

19 人権作品の募集
及び発表会の開
催

学校教育
推進課

〔目的〕人権尊重の精神の高揚と同和問題をはじめとする人権問題の
啓発を図るため
〔概要〕ポスター・絵画・標語・作文・詩

(10)さま
ざまな人
権問題

児童・生徒の作品を通じて人
権教育の実践を進めることが
できた。

全校参加できていない。 参加校の意識を高めるだ
けではなく、各校での実
践によりつながるよう作
品集だけでなく交流でき
る場の工夫を取り入れて
いく。

1 (1) ②人権教
育の充実

20 茨木市人権教育
研究協議会との
連携

学校教育
推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ
めとした人権の確立をめざす｡
〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま
ざまな人
権問題

次世代教職員の育成の取組み
や校区連携により、人権教育
の実践を進めることができ
た。

経験の浅い教職員が増加
することにより、教職員
全員が理解できていな
い。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定する。
直面する人権課題をより
踏まえた内容で取組む。

5 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

21 広報ビデオ・
DVDの貸出

まち魅力
発信課

各課で制作したDVD･ビデオの貸出を行った｡ (1)男女共
同参画

年間の貸出件数は0件であっ
た。

貸出件数の状況を鑑み、
事業の継続について検討
する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

22 生涯学習セン
ター講座の開催

文化振興
課

〔目的〕
親鸞の言葉を手がかりに、日常生活や現代社会を考える。
〔事業内容〕
市×立命館大学連携講座「親鸞の言葉に学ぶ」
〔参加者〕
・4月～3月、計12回開催、参加者211人
〔開催場所〕
茨木市立生涯学習センター

(10)さま
ざまな人
権問題

受講生が親鸞の言葉をきっか
けに、自分自分と向き合う機
会を提供することができた。

アフターコロナを見据え
た講座の手法を検討する
必要がある。

オンデマンド講座等の活
用方法について検討す
る。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

23 男女共同参画推
進本部研修会の
開催

人権・男
女共生課

〔概要〕「アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）への対処
法」について動画研修
〔日時〕1月17日（月）～2月13日（月）
〔対象〕本市の管理職員
〔参加者〕126人

(1)男女共
同参画

毎年職員研修の一環として実
施しており、様々な人権課題
を学習し、再確認する機会と
して有意義な項目である。

研修会のテーマや構成を
工夫し、継続して実施す
る。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

24 パネル展等の開
催

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図るため､情報提供を行う｡
〔概要〕いのち･愛･ゆめセンターで①非核平和展、②障害のある人も
ない人もともにつくるアート展「創楽（SORA）」、③ウクライナ避難
民たちのポートレート展、④見た目問題Lookizm展示会を開催
〔日時〕①沢良宜8月3日～8月16日、豊川8月9日～8月25日、総持寺8
月20日～9月2日
②市立ギャラリー12月1日～12月6日、沢良宜12月8日～12月13日、総
持寺12月15日～12月20日、豊川12月22日～12月27日、
③沢良宜8月3日～8月16日、総持寺8月20日～9月2日、豊川9月5日～9
月26日
④沢良宜1月10日～1月31日、総持寺2月6日～2月28日、豊川3月6日～
3月28日、

(10)さま
ざまな人
権問題

感染症対策を行いながら、開
催した。ウクライナ問題を考
える企画や新しい分野の人権
課題でもある「見た目」問題
に関する展示会を実施するな
ど、人権問題に関する啓発を
行った。
アート展は、障害者のみなら
ずあらゆる人権課題の啓発を
鑑みダイバーシティアート展
として開催。障害福祉課の手
作り作品展示会等と連携して
周知活動を図り、更なる障害
者理解等の促進を行った。

他団体等と連携できるよ
うな展示を増やし、より
効果的な展示啓発を行う
必要がある。

3愛センター合同、人権
センターとの連動開催、
他市との広域連携を行う
等、効果的な実施方法に
ついて引き続き検討す
る。
庁内関係課、関係機関と
の連動企画についても検
討を行う。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

25 非核平和展の開
催

人権・男
女共生課

〔概要〕テーマを定めてパネル展示や模型など工夫を凝らした平和展
を開催
〔実施日〕7月26日～7月31日
〔来場者数〕1,011人
〔テーマ〕戦時下のいばらきパネル展、高校生が描いたヒロシマ「原
爆の絵画展」、戦意高揚の当時のポスター・雑誌展示、沖縄戦収容遺
品展示、原爆被害者の会語り部DVD視聴、「境界線上のプラット
フォーム」～ウクライナ避難民たちのポートレート展～、平和アニメ
等の上映、平和の絵本のよみきかせ、戦争を考えるトークセッション
等
〔場所〕中央図書館1階エントランスホール等

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、規模を縮小し
て実施した。毎年テーマを変
えて実施しており、戦争の悲
惨さや平和の尊さを市民の皆
様にあらためて考えていただ
く機会を提供することができ
た。

企画・内容を精査すると
ともに、社会情勢や時代
のニーズについても検討
が必要である。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

26 人権講演会の開
催支援

人権・男
女共生課

〔目的〕人権意識の普及・高揚を図る。
〔概要〕茨木市人権センターによる講演会を実施
〔実施日〕5月27日
〔対象者〕市民
〔参加者〕82人
〔テーマ〕誰も取り残さない社会へ　～合理的配慮はすべての人のた
めに～
〔講師〕松波めぐみさん(大阪公立大学非常勤講師)
〔場所〕男女共生センターローズWAMワムホール

(4)障害者
問題

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、会場入場は収容
数の半数とした。合理的配慮
の必要性について理解の促進
となった。啓発推進に向け
て、さらに参加者を増やす必
要がある。

啓発の推進のためさらに
参加者を増やす必要があ
る。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容・手法の検
討等、効果的な講座を継
続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

27 人権を考える市
民のつどいの共
催

人権・男
女共生課

〔目的〕人権意識の普及・高揚を図る。
〔概要〕12月4日から10日までの「人権週間」にあわせて、著名人を
招き、茨木市人権センターや教育委員会と共催で講演会を実施
〔実施日〕12月15日
〔対象者〕市民
〔参加者〕会場入場135人、オンライン配信の視聴回数延べ154回
〔テーマ〕ヤサシイハナをサカセマショウ　～木村花が望んだやさし
い世界を思いながら～
〔講師〕木村響子さん(NPO法人リメンバーハナ代表)
〔場所〕市民総合センター(クリエイトセンター)センターホール

(8)イン
ターネッ
トを通じ
た人権侵
害

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、会場入場は収容
数の半数とし、オンライン配
信も実施した。テーマについ
てはタイムリー性はあった
が、著名な方ではなかったこ
とから、参加者増にはつなが
らなかった。また参加型の講
演であったが、会場入場の方
の反応は高評価であったもの
の、オンライン視聴の方から
は否定的な意見が多かった。

参加者の増のためには、
啓発手法、テーマ設定、
講師の選定等、総合的に
検討することが必要と
なっている。

引き続き、啓発効果の高
い手法及び内容等の検討
が必要である。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

28 人権バスツアー
の支援

人権・男
女共生課

〔目的〕人権に関する施設や地域を訪れることにより、人権意識の向
上をめざす。また人権問題への関心を持ってもらう機会とする。
〔概要〕茨木市人権センターによる人権関係施設等の現地研修
〔実施日〕12月1日
〔対象者〕市民
〔参加者〕34人
〔内容〕奈良県御所市　水平社博物館

(5)同和問
題

全国水平社創立100周年を記念
するツアーとし、ガイドの方
による館内及びフィールド
ワークを実施した。

社会情勢や時代のニーズ
とともに、人権に関する
施設等の情報収集を行う
ことが必要である。

継続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

29 親子人権バスツ
アーの支援

人権・男
女共生課

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

30 市民人権講座の
開催支援

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識向上に向け、昼間の講演会に参加しにくい市
民を対象とした人権講座を開催する。
〔概要〕茨木市人権センターによる夜間での人権講座の実施
〔実施日〕①7月14日②10月19日③3月23日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①7人②7人③6人
〔テーマ〕①SDGsと人権②ヘイトスピーチ・ヘイトクライムと在日コ
リアンの人権を考える③ハンセン病家族の経験から人権を考える
〔講師〕①松岡秀紀さん（一財アジア・太平洋人権情報センター）②
文公輝さん（NPO法人多民族共生人権教育センター）③黄光男さん
（ハンセン病家族訴訟原告団）
〔場所〕①②③ローズWAMセミナー室404・405

(10)さま
ざまな人
権問題

SDGsやヘイトスピーチ、ハン
セン病と、さまざまな人権課
題を取り上げた講演会とし
た。

啓発の推進のためさらに
参加者を増やす必要があ
る。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容・手法の検
討等、効果的な講座を継
続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

31 人権啓発研修会
の開催支援

人権・男
女共生課

〔目的〕人権啓発を推進する人材の育成
〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会による人権をテーマにした研修会
〔実施日〕①10月15日②11月17日③12月19日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①49人②33人③25人
〔テーマ〕①ウクライナ紛争の多面性と人権②22世紀から振り返る感
染症による社会の分断と連帯③水平社宣言から100年 - 現代への
メッセージ
〔講師〕①清水耕介さん（龍谷大学国際学部長）②城戸康利さん（大
阪公立大学大学院医学研究科教授）③渡辺毅さん（穀雨企画室代表）
〔場所〕①②福祉文化会館　202号室③クリエイトセンター多目的室

(10)さま
ざまな人
権問題

社会情勢や市民の皆様のニー
ズに合った内容であり、充実
した講演会となった。

啓発の推進のためさらに
参加者を増やす必要があ
る。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容を選定する
など、効果的な講座を継
続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

32 茨木市人権教育
夏季研究集会
(市民啓発分科
会)の開催

人権・男
女共生課

〔目的〕地域で進める人権教育の取り組みについてともに考える。
〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会による草の根の人権啓発の報告会
（茨人研等と共催、教育委員会の後援）
〔実施日〕7月25日
〔対象者〕市民
〔参加者〕99人
〔テーマ〕実践報告①彩都西小学校区人権啓発推進委員会の活動につ
いて②「気軽によってこ」地域で取り組んでいる子ども食堂について
〔講師〕①岸本智子さん(彩都西小学校区人権啓発推進委員会顧問)②
原田茂樹さん(子民家よってこ食堂代表)
〔場所〕福祉文化会館302号室

(10)さま
ざまな人
権問題

啓発の推進のためさらに参加
者を増やす必要がある。

地域での人権問題に取組
む実践報告を掘り起こし
継続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

33 ローズＷＡＭ講
座等の開催（再
掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し
て学習･啓発の充実を図る｡
〔概要〕各種講座を実施
〔実施日〕4月～3月
〔対象者〕市民
〔参加者〕6,152人
〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン
スほか
〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共
同参画

新型コロナウイルス感染症対
策に留意しつつ、徐々に活動
を活発化するとともに、引き
続きオンラインを併用するこ
とにより、参加者も増加し男
女共同参画についての理解の
促進を図ることができた。

いばらきジェンダー平等
プランの目標を達成する
ための諸事業をさらに展
開していく必要がある。

重点項目を中心により効
果的な手法や内容を検討
し実施していく。

8 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

34 憲法月間記念講
演会の開催（再
掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕憲法第11条に定められた永久不可侵の基本的人権について､
市民の人権意識の高揚を図る｡
〔概要〕憲法月間(5月)に著名人を招き､人権に関するテーマで講演会
を実施
〔実施日〕5月13日
〔対象者〕市民
〔参加者〕会場入場140人、オンライン視聴回数延べ270回
〔テーマ〕共に生きるとは何か
　日本で暮らす外国人の声、家族の歴史から考えた多様性
〔講師〕安田菜津紀さん (フォトジャーナリスト)
〔場所〕茨木市市民総合センターセンターホールとオンライン配信に
より実施

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、会場入場を定員
の半数とし、オンライン配信
も実施した。講演内容は、本
市が取り組んでいる多文化共
生に関するものであり、啓発
手法、講演内容とも高い評価
を得られた。

参加者の増のためには、
啓発手法、テーマ設定、
講師の選定等、総合的に
検討することが必要と
なっている。

引き続き、啓発効果の高
い手法及び内容等の検討
が必要である。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

35 人権啓発講演会
の開催（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚と人権が尊重される社会の実現を図
る｡
〔概要〕講師を招き､人権に関するテーマで講演会を実施
(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①7月21日②9月24日③11月5日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①15人②23人③46人（全回ともzoom含む）
〔テーマ〕①デマ・流言に流されない②自死遺族として支援者として
伝えたいこと③地球温暖化について考える
〔講師〕①津久井進（弁護士）②佐藤まどか（NPO法人グリーフサ
ポート・リヴ代表理事）③久田治信（地方独立行政法人天王寺動物園
運営課運営係長)・江守正多（東京大学未来ビジョン研究センター 教
授／国立環境研究所）
〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター
(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①12月14日②1月21日③2月10日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①63人②81人③79人（全回ともzoom及び録画配信含む）
〔テーマ〕①LGBTQ支援から②「見た目」ってなんで大事なの？③結
婚差別と日本の家族
〔講師〕①茨木市人権・男女共生課職員、NPO法人QWRK内藤れん②外
川浩子（NPO法人マイフェイスマイスタイル代表）③齋藤直子（大阪
教育大学地域連携・教育推進センター特任准教授）
〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター
〔実施日〕①11月26日②12月10日③1月21日④2月25日⑤3月18日
〔対象者〕市民
〔参加者〕①8人②25人③11人④23人⑤11人
〔テーマ〕①パートナーシップ制度とLGBTについて②「識字」と「隣
保館」との出会い③情報リテラシーと人権④見た目問題と人権⑤暮ら
しの中にある差別・排除を考えよう
〔講師〕①③⑤大北規句雄（追手門学院大学非常勤講師）②山本栄子
（元部落解放同盟京都市協議会事務局長）④ＹＯＵ（シンガーソング
ライター）
〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

オンラインとの併用開催を行
うことで、コロナ禍での人権
啓発講演会を開催することが
できた。

旬な話題を取り入れた
テーマを設定する等常に
人権に関するアンテナ感
度を高める必要がある。

府内外問わず各種人権研
修や講演会等に積極的に
参加することで情報収集
及び講師発掘を行う。

9 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

36 認知症サポー
ター養成講座の
実施

福祉総合
相談課

認知症への理解を深めるための普及・啓発を行った。
認知症サポーター養成講座
・回数：37回
　養成数：1,161人

(3)高齢者
問題

対面開催を基本としているた
め、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けたが、講座の
周知や市関連施設での開催、
ハイブリッド開催等の実績が
増え、前年度より講座開催回
数は増えた。また地域住民や
職域に加え、小中高大学生向
けの講座開催も実施できた。

本講座は、対面及び講師
派遣を行う方法を基本と
しているため、コロナ禍
以降開催頻度が減少して
いる。
また、講師の数も減少し
ており、講座の積極的な
周知・啓発が難しくなっ
ている。

前年度に引き続き市関連
施設での講座開催を支援
し、市民の学習機会を確
保する。また、講座開催
依頼の内容に合わせオン
ライン等も柔軟に対応し
ていく。講師に関しては
市で養成する機会の検討
を行う。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

37 障害者・高齢者
虐待防止ネット
ワーク連絡会研
修会の開催

福祉総合
相談課

〔目的〕障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律(平成23年法律第79号)第35条及び高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の
規定に基づき、関係機関の連携協力体制を整備することにより、養護
者等による虐待の防止、養護者等による虐待を受けた障害者、高齢者
の保護及び養護者に対する支援を推進すること。
【連絡会】
　〔概要〕各機関の取組状況の報告と意見交換
　〔実施日〕6月30日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機関
　〔参加者〕52人
【研修会】
　〔概要〕虐待に関する知識習得
　〔実施日〕1月26日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機関
　〔参加者〕113人
　〔テーマ〕権利擁護について
　〔講師〕関西福祉科学大学　教授　津田　耕一　氏
　〔場所〕茨木市役所　南館10階大会議室

(10)さま
ざまな人
権問題

連絡会、研修会ともに3年ぶり
に開催することができた。開
催したことにより、虐待対応
の連携強化をより一層図るこ
とができた。

連携強化のために、引き
続き実施する必要があ
る。

継続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

38 ゲートキーパー
養成講座

健康づく
り課

〔目的〕悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援に
つなげる「ゲートキーパー」を養成する。
〔概要〕ゲートキーパー養成講座を実施。
〔実施日〕①6月15日、②6月21日、③7月11日、④8月22日、⑤9月16
日、⑥1月19日、⑦2月16日、⑧3月15日、⑨3月20日
〔参加者〕①17人、②58人、③15人、④28人、⑤110人、⑥109人、
⑦19人、⑧100人、⑨11人
〔場所〕①地域、②大学、③地域、④中学校、⑤大学、⑥小学校、⑦
大学、⑧中学校、⑨地域

(10)さま
ざまな人
権問題

地域、学校との連携を深め、
開催件数が昨年度からさらに
増えた。
内容については、毎回主催団
体と話し合って参加者のニー
ズに沿ったものにした。

自殺の危機にある人にま
ず気づけるのは身近にい
る人なので、老若男女問
わず市民の誰もがゲート
キーパーの知識を持てる
よう、養成講座について
もっと広く周知、啓発す
る必要がある。

各地区のセーフティネッ
ト会議や各学校等にゲー
トキーパー養成講座につ
いて周知する。
自殺対策ネットワーク連
絡会の会員には、スキル
アップ研修等を検討す
る。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

39 介護認定審査会
委員研修会の実
施

長寿介護
課

①大阪府が実施する研修会
〔目的〕審査会委員の人権意識の向上を図る。
〔概要〕新規委員研修会を実施
〔実施日〕5月28日、6月中旬～2か月間動画研修
〔対象者〕介護認定審査会委員
〔参加者〕7人
②茨木市が実施する研修会
〔目的〕審査会委員・認定調査員の人権意識の向上を図る。
〔概要〕現任研修会（全体会）を実施
〔実施日〕1月12日（会場又はオンライン参加）
〔対象者〕介護認定審査会委員・認定調査員
〔参加者〕126人

(3)高齢者
問題

公平・公正な審査判定が行え
るよう研修を実施した。参加
率が低いため、参加率を高め
ていく必要がある。

当日参加できない委員に
対する動画配信にも対応
していく必要がある。

効果的な開催方法を検討
し実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

40 子育て支援課職
員等研修会の実
施

子育て支
援課

〔概要〕各種研修の実施
〔対象者〕託児担当員、一時保育保育士、ファミリーサポートセン
ター会員、地域拠点事業スタッフ等
〔目的〕子育て支援に関わる職員等に対して、人権問題の正しい理解
と認識を培い、意識の変革を促し、差別をなくす意欲と実践力を高め
る。
〔実施日〕6月3日(金)、7月8日(金)、7月12日(火)、11月18日(金)
〔テーマ〕発達障害児の理解と関わり方（6/3)32名、(7/12）36名
　　　　　こどもの虐待について（7/8）20名
　　　　　ジェンダーについて（11/18）13名
〔参加人数〕101人
〔場所〕男女共生センターローズＷＡＭ、子育て支援総合センター

(2)子ど
も・若者
の問題

平成29年度から、他の子育て
支援事業の職員等と一時保育
保育士の研修を合わせて実施
しており、研修の実施は定着
してきている。
令和2年度から地域子育て支援
者研修の中で開催した。子育
て支援に関わる職員として、
人権意識の向上につながって
いる。

継続して実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

41 保育所職員研修
の実施

保育幼稚
園総務課

〔概要〕人権保育研修　人権啓発推進を行った。
〔対象〕保育所（園）認定こども園、小規模保育所、全職員
〔回数〕3回
〔参加者〕216名
〔内容〕人権意識向上研修
〔講師・テーマ〕
馬場耕一郎「一人一人を大切にする保育」、
木曽陽子「障害のある子どもや保護者理解について」、
多本ゆき枝「保護者の笑顔が子どもの笑顔に」

(2)子ど
も・若者
の問題

子どもとの向き合い方につい
て具体的に示されたことで、
関わり方や考え方のヒントに
なったという声が多く挙がっ
た。また専門的視点と保護者
視点の両方を学べる機会と
なった。

実践的事例を基に、子ど
もや現場の状況に即した
より具体的な内容を取り
入れながら、保育士の資
質向上に努める。

今後も保育所で抱えてい
る課題等について、職員
で共有・検討できるよう
な研修会を実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

42 保育所職員研修
の実施②

保育幼稚
園総務課

〔概要〕心理士研修　配慮のいる子どもの関わり方を研修する。
〔対象〕初任者職員
〔回数〕2回
〔参加者〕57人
〔内容〕検査場面や必要な援助、支援を知る

(2)子ど
も・若者
の問題

検査内容や、子どもの見方に
ついて学ぶことができ、ロー
ルプレイを通して保育士・保
護者双方の思いを理解するこ
とができた。

心理士の巡回の中で発達
検査を通してのカンファ
レンスの中から子どもと
の向き合いかたを活かし
ていく。

一人一人の児童を理解
し、具体的に支援方法を
学べる研修となるように
努める。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

43 幼稚園園長・教
員研修の実施

保育幼稚
園総務課

〔概要〕発達に課題のある幼児理解や支援について市立幼稚園教員を
対象に実施した。
〔講師〕関西福祉科学大学　保健医療学部
　　　　教授　丹葉　寛之
〔参加者〕67人

(2)子ど
も・若者
の問題

集団生活において一人ひとり
の姿に応じた適切な関わりや
子どものやる気や自信につな
げるための支援について作業
療法の観点から学ぶことがで
きた。

子どもや現場の状況に即
したより具体的な内容を
取り入れながら、教員の
資質向上に努める。

今後も幼稚園で抱えてい
る課題等について、職員
で共有・検討できるよう
な研修会を実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

44 保育士､幼稚園
教諭研修会の実
施

保育幼稚
園総務課

〔概要〕事故防止研修
　　　　運動遊びで身につける子どもの能力とケガの予防
〔対象〕公立幼稚園、公立認定こども園、公立保育所　全職員
〔講師〕清田 岳臣氏
〔回数〕2回
〔参加者〕139人

(2)子ど
も・若者
の問題

リスクとハザードを理解し、
遊びを通して子ども自身のリ
スク回避能力を向上させる保
育実践を学ぶことができた。

日々の活動や、保育環境
など、具体的な内容を取
り入れながら、保育士の
資質向上に努める。

実際の事故やケガの記録
などを参考にしながら、
事故防止に努める。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

45 人権問題啓発研
修の開催

農林課 〔目的〕農協及び農業団体の職員等の人権意識の高揚を図る｡
〔概要〕市及び茨木市農業協同組合による人権問題啓発研修会の実施
〔実施日〕10月19日（水）
〔対象者〕農協職員
〔参加者〕20人
〔テーマ〕「SDGsから人権を考える。」
〔場所〕JA茨木市本店

(10)さま
ざまな人
権問題

人権意識の高揚を図る機会と
することができた。

農協職員、市職員及び農
業振興団体関係者を対象
に研修を行う予定であっ
たが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のた
め、農協職員のみの研修
となった。

感染症防止対策や開催時
期等を検討したうえで、
実施する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

46 小学校調理員･
幼･小･中校園務
員研修会の実施

教育政策
課

〔目的〕人権問題についての認識を深め、人権尊重の意識を高める。
〔概要〕研修会の開催「ハラスメントの防止について」
〔実施日〕7月28日（木）
〔対象者〕校園務員・調理員
〔受講者〕92人

(10)さま
ざまな人
権問題

この研修を通して、ハラスメ
ントに関する基礎知識や課題
について学ぶことができた。
また、参加者ひとりひとりが
ハラスメント問題を考えるこ
とを通じて、働きやすい職場
環境づくりについて考える
きっかけとなった。

全職員が参加できるよう
研修日程について、検討
する。また、偏りがない
よう様々な人権問題を研
修のテーマとして扱って
いく。

対象者が身近に感じる内
容をテーマに検討する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

47 公民館における
人権学習会の開
催

社会教育
振興課

〔目的〕人権啓発推進や子どもの虐待に関する問題の周知のため
〔概要〕①安威小学校区内での人権啓発推進の概要について
　　　　②子どもの虐待に係る現状と課題及び支援について
〔実施日〕①3月1日(水)、②9月17日(土)
〔対象者〕市民
〔参加者〕50人(合計数)（①安威29人、②沢池21人）
〔場所〕①安威公民館、②沢池コミュニティセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

幅広い世代の方たちに対し
て、人権に関するさまざまな
問題の現状や課題及びその支
援策等に関する必要な知識に
ついて、提供することができ
た。

今回のテーマに限らず、
各公民館区単位での地域
住民の方の要望に沿った
形で、多様な人権に関す
る講演会等の開催によ
り、各地域課題の解決の
一助となれるように努め
る必要がある。

引き続き、様々な手法で
公民館事業としての人権
学習会を開催していく。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

48 青年による人権
啓発事業

社会教育
振興課

令和2年度に事業廃止
事業参加者が年々減少、実行委員の成り手も不足し、従来の形態での
事業実施は困難となったため。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

49 小中学校管理職
人権教育研修の
実施

学校教育
推進課

〔目的〕校長･教頭の人権尊重の精神･意識を高める｡
〔概要〕校長人権教育研修・教頭人権教育研修
〔実施日〕4月21日、5月17日
〔対象者〕小中学校長・教頭
〔テーマ〕（校長）セクシュアル・ハラスメント（教頭）同和問題
〔講師〕山岸　充典・上出　仁美

(10)さま
ざまな人
権問題

人権が尊重された学校づく
り、人権教育の推進について
管理職の意識を高めることが
できた。

経験年数の浅い管理職が
増加傾向にあることか
ら、継続的に人権に関す
る研修を行っていく必要
がある。

担当指導主事が学校訪問
等で管理職が課題と考え
ている個別人権課題の解
決に向けた取り組みを把
握し、ニーズに合った研
修内容の充実をはかる。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
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1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

50 教職員研修会の
開催

学校教育
推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識の育成を図る｡
〔概要〕人権教育研修A､B､C、D
〔実施日〕5月26日、6月17日、1月31日、2月9日
〔対象者〕小中教職員
〔講師〕加納　真由美、宇田　篤史、山本　佐和子、大澤　由英
〔場所〕クリエイトセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

同和問題、集団づくり、男女
平等、在日外国人教育と様々
な人権課題に係る研修を実施
し、教職員の人権感覚を高め
ることができた。

参加者の意識は高いが校
内への伝達が十分に進め
られていない。

参加者の意識を高めるだ
けではなく、各校での実
践によりつながる研修内
容を取り入れていく。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

51 人権教育冬季研
究集会の開催

学校教育
推進課

〔目的〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組みを交流し､研
究協議をすることで､実態課題を明らかにし､人権教育をより広げ深め
る｡
〔概要〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組の交流と研究討
議
〔実施日〕2月1日
〔対象者〕幼小中教職員
〔場所〕各校区人権ブロック内の学校

(10)さま
ざまな人
権問題

市内幼・小・中学校における
人権教育の取組みを通して交
流し、研究討議することで、
各幼・小・中学校の取組みの
達成状況を確認することがで
きた。

教職員が参加できる時間
帯を設定する必要があ
る。

参加者、共同研究者から
のアンケートにより、そ
の意見を研修会の内容等
に反映する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

52 新転任教職員研
修の実施

学校教育
推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識の育成を図る｡
〔概要〕新転任人権教育研修
〔実施日〕6月6日
〔対象者〕新転任教職員
〔講師〕市指導主事
〔場所〕上中条青少年センター

(10)さま
ざまな人
権問題

人権が尊重された学校づく
り、人権教育の推進について
教職員の意識を高めることが
できた。

管理職も含めた教職員が
参加できる体制をつくる
必要がある。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定するとともに、オン
ラインも合わせて行って
いく。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

53 人権教育夏季研
究集会の開催
（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕教職員の人権尊重の精神･意識を高める｡
〔概要〕人権教育夏季研究集会
〔実施日〕7月24日
〔対象者〕幼・小・中学校園教職員
〔テーマ〕「水平社の『姉妹』たち」（オンライン）
〔講師〕関西大学人権問題研究室委託嘱託員　宮前　千雅子　氏

(10)さま
ざまな人
権問題

人権が尊重された学校づく
り、人権教育の推進について
教職員の意識を高めることが
できた。

管理職も含めた教職員が
参加できる体制をつくる
必要がある。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定するとともに、オン
ラインも合わせて行って
いく。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

54 人権教育研修会
の実施

教育セン
ター

学校教育における在日外国人教育について識見を高めるとともに、児
童生徒理解や学級経営の指導力の向上のための研修会を実施した。
〔日時〕8月8日
〔参加者〕15人
〔講師〕大阪大学　特任教授　榎井　縁　氏
〔場所〕茨木市教育センター

(6)外国人
問題

在日外国人教育について理解
し、児童生徒理解や学級経営
に活かす研修となった。

教職員が児童生徒により
きめ細やかな対応ができ
るよう人権感覚を高めて
いくこと。

引き続き、教職員のニー
ズを的確に把握し、研修
内容を精選するととも
に、実施については学校
行事との重なり等を考慮
し設定する。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

55 環境教育研修会
の開催

教育セン
ター

茨木市の歴史・文化について
〔日時〕7月22日
〔参加者〕50人
〔講師〕市教育委員会指導主事
〔場所〕茨木市教育センター

(10)さま
ざまな人
権問題

茨木市の歴史や自然環境等、
初任者が様々な角度から学
び、学級経営や授業づくりに
活かせる研修となった。

令和４年度はコロナ禍の
影響により、教育セン
ターでの研修となった。

令和５年度は青少年野外
活動センター等に行き研
修を行う。

1 (1) ③人権に
関する学
習機会の
提供

56 支援教育研修会
の実施

教育セン
ター

〔概要〕支援教育についての理解を深めるとともに､指導力･組織力の
向上を図るため、市内教職員を対象に支援教育研修を実施した。
〔実施日〕6月～1月
〔実施回数〕8回
〔参加教職員〕計222人
〔場所〕茨木市教育センター、大阪府立摂津支援学校

(4)障害者
問題

研修を通して、市内の教職員
が支援教育について学び理解
を深めることができた。

茨木っ子プランネクスト
5.0の最重要課題として
引き続き、市内全体で取
り組んでいく。

アドバイザー伊丹教授と
連携した取組みや研修を
行う。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

57 委託業者の社内
人権研修の促進

総務課 〔目的〕委託業者でのLGBTQ対応の実施
〔概要〕商工労政課主催の人権問題研修会「企業におけるLGBTQ対応
について」をうけての、従業員への周知
〔実施日〕7月20日(水)～22日(金)9:30～10:15、10:30～11:15
〔対象者〕委託業者従業員
〔参加者〕37人
〔実施場所〕福祉文化会館

(10)さま
ざまな人
権問題

責任者が市の研修を受け、そ
の後従業員に横展開し、社内
共有ができた。

実施後に採用された従業
員への共有を行う必要が
ある。

入社後の研修資料に含め
る。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

58 指定管理者の社
内人権研修の促
進

財産活用
課
(関係各
課)

〔目的〕市施設を管理する指定管理者には高い人権意識が必要なこと
から､組織内での人権啓発を推進する｡
〔概要〕業務仕様書(例)に職員への人権意識の向上を明記する｡また､
実施状況の報告を求める｡
〔実施日〕各施設随時
〔対象者〕本市指定管理者
〔場所〕各指定管理施設

(10)さま
ざまな人
権問題

概ね1、2回程度の人権研修を
行い、指定管理者社員（職
員）の意識向上を図り、適切
な応対が行われた。

指定管理者選定委員会に
おけるモニタリングにお
いて、適切な対応が行わ
れているか継続して確認
する。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

59 業務委託業者の
社内人権研修の
促進

契約検査
課

業務の入札時に人権問題研修の実施状況を評価(加点)する｡また､契約
書(例)に人権啓発研修の実施を明記する｡

(1)男女共
同参画

市の業務を受託する業者職員
には高い人権意識が必要なこ
とから､引き続き人権啓発を促
進する｡

継続して実施する。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

60 ローズＷＡＭ講
座等の開催（再
掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の実現をめざして､さまざまな機会を通し
て学習･啓発の充実を図る｡
〔概要〕各種講座を実施
〔実施日〕4月～3月
〔対象者〕市民
〔参加者〕6,152人
〔テーマ〕男女共同参画、女性活躍、暴力防止、ワークライフバラン
スほか
〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共
同参画

新型コロナウイルス感染症対
策に留意しつつ、徐々に活動
を活発化するとともに、引き
続きオンラインを併用するこ
とにより、参加者も増加し男
女共同参画についての理解の
促進を図ることができた。

いばらきジェンダー平等
プランの目標を達成する
ための諸事業をさらに展
開していく必要がある。

重点項目を中心により効
果的な手法や内容を検討
し実施していく。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

61 性の多様性に関
する事業者向け
啓発

人権・男
女共生課

〔目的〕市内事業者の性の多様性に関する理解促進を図る。
〔概要〕性の多様性に関する啓発冊子を作成し、市内事業所に配付し
た。また、市内事業所を対象に講師派遣型の研修を実施した。
〔実施数〕啓発冊子の配付：1,100事業所
　　　　　研修の実施：2回

(9)セク
シュア
ル・マイ
ノリティ

市内事業所の理解促進を図る
ことができた。

講師派遣型研修の申込み
が少なく、周知が課題で
ある。

周知方法を検討する。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

62 障害者の手づく
り作品展示会の
開催

障害福祉
課

障害者週間にあわせて､障害福祉サービス事業所等による自主製品の
展示及び販売を行うことにより､障害者問題への理解を図るとともに､
障害福祉サービス事業所等の売上向上に寄与する。
また、今年度は、より多くの人の関心を呼べるように人権・男女共生
課、障害福祉センターハートフル等でそれぞれ開催しているアート展
と連動し、イベントを実施した。
〔実施日〕12月5日～12月9日(展示・販売)
〔アンケート回収人数〕104人
〔購入者延べ人数〕306人
〔場所〕市役所本館東玄関ロビー・南館玄関ロビー

(4)障害者
問題

会場確保等の都合から、今年
度も市役所ロビーのみでの開
催となったが、人権・男女共
生課、障害福祉センターハー
トフル等との多機関と連携実
施したことで、新たな来場者
の確保につながった。

より多くの市民の参加を
得られるよう広さ・人通
り等考慮した企画を行っ
ていくことが必要であ
る。

より効果的な開催方法を
検討しながら実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

63 給食材料納入業
者への啓発推進

保育幼稚
園総務課

〔目的〕給食材料等納入業者には高い人権意識が必要なことから、組
織内での人権啓発を推進する。
〔概要〕保育に関する人権意識向上研修
〔対象者〕本市登録業者・委託業者

(2)子ど
も・若者
の問題

継続して実施することで、子
どもの人権に関する理解を深
めることに繋がっている。

より具体的な内容も取り
入れながら、人権に関す
る意識を高めていく。

関係課と連携しながらわ
かりやすい表現を意識
し、継続的に取り組む。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

64 就職差別撤廃月
間街頭啓発の実
施

商工労政
課

〔目的〕就職差別撤廃月間にあわせて､就職差別の撤廃を啓発するこ
とにより、意識の向上を図る｡
〔概要〕啓発リーフレットを作成の上、市内事業所1,100社に配布
し、市広報誌や市ホームページ等に啓発記事を掲載した。また、庁舎
外壁に懸垂幕を掲示した。

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、街頭啓発活動
は実施を見送ったが、市ホー
ムページへの掲載やリーフ
レットの配付等により、就職
差別に関する情報提供ができ
た。

就職差別につながるハラ
スメント等、引き続き近
年の社会的な人権課題に
ついて周知していく必要
がある。

人権問題に関する情報収
集に努め、市広報誌や
ホームページ等で情報提
供していく。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

65 労働講座の開催 商工労政
課

〔目的〕労働関係の安定を図り､誰もが働きやすい活力ある地域づく
りに資する｡
〔概要〕本市を始めとした三島地域の4市1町が共同し、各地域におい
て、最近の労働問題や労働関係法令等をわかりやすく解説する講座を
開催した。
茨木市開催
〔実施日〕10月21日
〔場所〕茨木市福祉文化会館202号室
〔対象者〕労働者､市民､企業関係者
〔参加者〕31人（※三市一町実施の5回の合計）

(10)さま
ざまな人
権問題

三島地域の4市1町において、
労働関係法令に関する多様な
テーマを設定、わかりやすく
解説することで、受講者の労
働関係の認識を深め、労働関
係の安定を図ることができ
た。

労働問題や労働関係法令
等に関する関心をもって
もらうテーマで実施する
必要がある。
　

参加者アンケートや、他
市のセミナーにおいて関
心度の高かったテーマで
実施する。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

66 事業主への啓発
推進

商工労政
課

〔目的〕雇用や職場環境に関する啓発を行い、理解を深める。
〔概要〕6月に就職差別、9月に障害者雇用、10月に高年齢者雇用と働
きやすい職場づくりをテーマにしたリーフレットを作成し、市内事業
所(約1,100事業所)へ送付した。
また、職場における人権問題、障害者雇用の推進、働きやすい職場づ
くりをテーマにしたセミナーを開催した。
〔実施日〕①人権問題企業研修会6月29日②障害者雇用支援セミナー
10月28日③働きやすい職場づくりセミナー2月22日
〔参加者〕①28人②12社③5人
〔場所〕①③茨木市福祉文化会館②ハローワーク茨木会議室

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題企業研修会について
は、本市の委託業者への関係
課を通じての周知により、参
加者の増加につながった。
また、働きやすい職場づくり
セミナーについては、アフ
ターコロナを見据えた環境整
備をテーマとするなど、時代
に即したセミナーを実施でき
た。

各啓発月間の機会に、雇
用や職場環境に関する効
果的な手法による事業主
への啓発を図っていく必
要がある。

コロナ禍で実施できてい
なかった街頭宣伝活動
を、就職差別撤廃月間に
実施する。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

67 茨木地区人権推
進企業連絡会へ
の支援

商工労政
課

〔目的〕公正採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進をはかり、企
業従業員の人権啓発の充実と就職の機会均等に資する。
〔概要〕推進員研修や､関係団体との連携･交流等により、企業におけ
る人権問題の解決､人権啓発に取り組む｡
〔実施日〕①推進員研修　5月26日他3回　②新入社員・事業主・従業
員研修　10月31日他2回
〔参加者〕①82人　②15人
〔場所〕①福祉文化会館、摂津市商工会、オンライン配信
②福祉文化会館、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター、オンライン配信

(10)さま
ざまな人
権問題

人権推進企業連絡会加入事業
所には、研修用ＤＶＤの貸出
を行っており、コロナ禍等の
理由により実地研修が難しい
中、積極的に活用されてい
る。今後も実地と、オンライ
ン・ＤＶＤを併用した啓発の
推進を図る。

加入促進により、市内事
業所の啓発を図っていく
必要がある。

広報誌等での情報発信以
外に、窓口に来られた市
内企業への個別の働きか
かけ等が必要である。

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

68 懸垂幕の掲出 商工労政
課

〔目的〕雇用に関する啓発を行い、理解を深める。
〔概要〕6月は就職差別、9月は障害者雇用、10月は高年齢者雇用に関
する記事を広報誌等に掲載するとともに、懸垂幕を掲出し、啓発を
行った。

(10)さま
ざまな人
権問題

公正採用選考や障害者雇用の
促進等、雇用に関する事柄に
ついて、周知・啓発をするこ
とができた。

今後も継続して実施し､
啓発に努める。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ④就労の
場におけ
る人権文
化の醸成

69 市登録業者への
人権啓発推進

商工労政
課

〔目的〕雇用や職場環境に関する啓発を行い、理解を深める。
〔概要〕6月に就職差別、9月に障害者雇用、10月に高年齢者雇用と働
きやすい職場づくりをテーマにしたリーフレットを作成し、市内事業
所(約1,100事業所)へ送付した。
また、職場における人権問題、障害者雇用の推進、働きやすい職場づ
くりをテーマにしたセミナーを開催した。
〔実施日〕①人権問題企業研修会6月29日②障害者雇用支援セミナー
10月28日③働きやすい職場づくりセミナー2月22日
〔参加者〕①28人②12社③5人
〔場所〕①③茨木市福祉文化会館②ハローワーク茨木会議室

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題企業研修会について
は、本市の委託業者に対して
関係課から個別周知を図って
もらったことにより、参加者
の増加につながった。
障害者雇用支援セミナーにつ
いては、事業所の意見交換を
実施し、活発な意見が交わさ
れた。
働きやすい職場づくりセミ
ナーについては、アフターコ
ロナを見据えた環境設備を
テーマとしたことにより、時
代に即したセミナーを実施で
きた。

各啓発月間の機会に、雇
用や職場環境に関する効
果的な手法による啓発を
図っていく必要がある。

コロナ禍で実施できてい
なかった街頭宣伝活動
を、就職差別撤廃月間に
実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

70 「男女共生セン
ターローズＷＡ
Ｍ事業概要」の
発行（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画計画に基づく実施事業をとりまとめ､今後の事
業推進の資料とする｡
〔概要〕年間を通して､実施した講座や事業内容についてまとめた冊
子を発行
〔種別〕冊子
〔発行月〕6月
〔発行部数〕70部（ホームページにも掲載）

(1)男女共
同参画

男女共生センターローズＷＡ
Ｍ事業概要を作成し、関係団
体などに配布するなど、男女
共同参画に関する事業を広く
市民に周知することができ
た。

市総合アプリやＳＮＳを
活用した情報発信によ
り、多くの市民に周知す
る必要がある。

市総合アプリやＳＮＳを
活用した情報発信を行
う。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

71 「男女共同参画
計画実施状況報
告書」の発行

人権・男
女共生課

男女共同参画計画に基づく「男女共同参画計画推進状況報告書」を作
成し、公表した。
〔発行数〕70部
〔送付先〕関係課、関係機関、男女共同参画推進登録団体
〔公表方法〕市ホームページ、庁内ネットワーク「いこ＠ねっと」

(1)男女共
同参画

取組みに対する評価と課題を
各担当課で記載することに
よって、各課の事業の進捗状
況が明確になった。

担当課によって意識の違
いがあるため、今後も男
女共同参画の視点の重要
性について各課に働きか
けていく必要がある。

今後も、効果的な働きか
けについて研究してい
く。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

72 懸垂幕の掲出 人権・男
女共生課

自殺予防週間・自殺予防月間において、市役所に懸垂幕を掲揚。 (10)さま
ざまな人
権問題

広く啓発活動を行うことがで
きた。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

73 非核平和街頭啓
発の実施

人権・男
女共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施せず

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

74 人権週間街頭啓
発の実施

人権・男
女共生課

〔目的〕人権週間にあわせて､人権意識の高揚を訴えることにより意
識の向上を図る｡
〔概要〕啓発物品を配布
〔実施日〕12月1日
〔場所〕阪急茨木市駅前､JR茨木駅前
〔参加者〕31人

(10)さま
ざまな人
権問題

令和2・3年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点
から街頭啓発を中止したが、3
年ぶりに街頭啓発を実施する
ことができた。多くの方が啓
発物品を受け取ってくださ
り、広く市民に啓発活動を行
うことができた。

今後、街頭啓発が行えな
いような場合も含め、よ
り効果的に啓発・周知を
行うため、街頭啓発以外
の啓発方法の充実につい
ても検討していく必要が
ある。

人権週間にあわせ、各施
設や講演会等のイベント
会場で啓発物品を設置・
配布するなど、街頭啓発
以外の啓発方法について
も工夫しながら充実に努
める。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

75 啓発紙「虹のひ
ろば」の発行支
援（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図る。
〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会が身近な人権をテーマに、見やす
い紙面に構成し発行する啓発紙の作成に協力した。自治会加盟世帯に
回覧
〔種別〕啓発紙
〔発行日〕2月15日
〔発行部数〕14,500部

(10)さま
ざまな人
権問題

戦時下における少数民族の状
況、性の多様性に関する小・
中学校での取り組み等、タイ
ムリーな記事のほか、人権作
品や人権啓発推進協議会の活
動等、地域で人権啓発をすす
める取り組みについて掲載し
た。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容の検討等が
必要である。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

76 「地域情報誌
(紙)」の発行
（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕いのち･愛･ゆめセンターで実施する各種事業の周知や人権に
関する情報を提供し､センターの利用促進及び人権啓発を推進する｡
(1)豊川いのち・愛・ゆめセンター
①「ｉセンターだより」
〔発行部数〕年2回、各4,850部〔対象〕豊川中学校区
②地域情報誌「るーぷ豊川」
〔発行部数〕年2回、各4,850部〔対象〕豊川中学校区
(2)沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
｢ｉセンターだより｣
〔発行部数〕年4回、各7,000部〔対象〕主に葦原小学校区
(3)総持寺いのち・愛・ゆめセンター
①「ｉセンターニュース」
〔発行部数〕年2回、各10,500部〔対象〕三島中学校区
②地域情報誌「みしま」
〔発行部数〕年2回、各10,500部〔対象〕三島中学校区

(10)さま
ざまな人
権問題

カラー印刷や、漢字等には、
フリガナを入れることを徹底
し、誰にでも読みやすい誌面
を心がけて作成した。（豊
川）
顔である表紙はなるべく文字
を少なくし、写真や絵、図等
で情報を発信するとともに、
詳細情報は市ＨＰから情報収
集してもらうようコードの掲
載を多用した。（沢良宜）
カラー印刷に伴い色使いやレ
イアウトにも工夫を施し、興
味を持って見ていただけるよ
うに作成した。（総持寺）

各センターとも年4回の
発行であるため、タイム
リーな情報提供には限界
があり、発行月を意識し
た事業計画が必要であ
る。

参加者を募る事業等は発
行月を見据えた事業計画
を組むよう見直しを行っ
ている。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

77 懸垂幕の掲出
（再掲）

人権・男
女共生課

･人権･平和に関する啓発
 ｢『多様性』　認めて始まる　住みよい社会｣
 ｢人権擁護宣言都市 茨木市｣
 ｢わがまちは非核平和で明るい暮らし｣
･男女共同参画に関する啓発
 ｢男女共同参画社会をめざそう!｣

(10)さま
ざまな人
権問題

人権・平和に関する市の姿勢
や考え方を多くの市民に周
知・啓発することができた。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容の検討等が
必要である。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

78 社会を明るくす
る運動「市民大
会」の開催

地域福祉
課

〔目的〕広く市民に対して､非行や犯罪のない明るい社会の実現をめ
ざして啓発を図る。
〔概要〕｢更生保護の日｣である7月1日からの1か月を強調月間とする
取組みとして､著名人を招き､講演会を実施
〔実施日〕7月16日(土)
〔対象者〕どなたでも
〔参加者〕198人
〔テーマ〕笑いと人生
〔講師〕落語家　桂　吉弥
〔場所〕茨木市市民総合センター

(10)さま
ざまな人
権問題

市民の人権に関する理解が向
上した。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

79 茨木地区更生保
護女性会研修会
の開催

地域福祉
課

〔目的〕会員相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技能
の向上を図る｡
〔概要〕研修会等を通じて､会員の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま
ざまな人
権問題

更女会会員、保護司会会員の
連携が深まり、人権に関する
理解が向上した。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

80 茨木市民生委員
児童委員協議会
研修会の開催

地域福祉
課

〔目的〕委員相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技能
の向上を図る｡
〔概要〕研修会等を通じて､委員の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま
ざまな人
権問題

民生委員・児童委員の人権に
関する理解が向上した。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

81 (社福)茨木市社
会福祉協議会研
修会の開催

地域福祉
課

〔目的〕誰もが安心して暮らせるまちをつくるため､地域社会の福祉
の増進を図る｡
〔概要〕研修会等を通じて､事業従事者等の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま
ざまな人
権問題

茨木市社会福祉協議会におい
て、人権に関する理解が向上
した。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

82 茨木地区保護司
会研修会の開催

地域福祉
課

〔目的〕保護司相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技
能の向上を図る｡
〔概要〕研修会等を通じて､保護司の知識・技能の向上を図る｡

(10)さま
ざまな人
権問題

保護司会会員の人権に関する
理解が向上した。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

83 懸垂幕の掲出 地域福祉
課

〔目的〕各種媒体を利用した効果的な啓発により人権意識の向上を図
る｡
〔概要〕本庁庁舎壁面を利用した各種懸垂幕により啓発に努める｡
･社会を明るくする運動の啓発
 ｢社会を明るくする運動強調月間｣

(10)さま
ざまな人
権問題

市民の人権に関する理解が向
上した。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

84 懸垂幕の掲出 福祉総合
相談課

世界アルツハイマー月間にあわせて、認知症の取組みについて啓発す
るため、懸垂幕を掲出した。
〔掲出期間〕9月1日～9月30日
〔設置場所〕本館北
〔内容〕認知症その人らしさをみんなでサポートみんながやさしい街
いばらき

(10)さま
ざまな人
権問題

茨木市高齢者生活支援体制整
備推進協議会参画団体および
フェイスブックを通して、広
く啓発することができた。

認知症の人や家族が安心
して地域で生活するため
に、市民の認知症に対す
る関心や知識を深めても
らうための取り組みが必
要である。

今後も継続して実施す
る。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

85 懸垂幕の掲出 障害福祉
課

12月3日から9日の間、障害者福祉に関する啓発として懸垂幕を掲出
〔内容〕「12月3日～9日は障害者週間“共に生きる社会をめざし
て”」

(4)障害者
問題

多くの市民が懸垂幕を目にす
ることにより、障害者福祉に
ついての関心と理解を深める
ための啓発に繋がった。

引き続き､継続的に取り
組む。

引き続き､継続的に取り
組む。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

86 「児童虐待防
止」街頭啓発
キャンペーン
(児童虐待防止
推進月間)

子育て支
援課

新型コロナウイルス感染の収束が見えず、「Withコロナ」が求められ
ている状況で、これまでの啓発物品の配布は感染拡大防止及び新しい
生活様式に合致しない観点から事業を終了した。代替事業として、市
内を走行するバス車両の側面に、児童虐待防止についての広告を掲出
して、啓発の推進を行った。

(2)子ど
も・若者
の問題

事業を終了した。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

87 懸垂幕の掲出 子育て支
援課

11月からの1か月間、児童虐待防止推進月間を周知する懸垂幕を市庁
舎に掲出した。

(2)子ど
も・若者
の問題

市庁舎に掲出することで、市
民、関係団体、市職員等に、
関心と理解を得られる機会の
提供を行うことができた。

今後も啓発事業の一環と
して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

88 懸垂幕の掲出 社会教育
振興課

懸垂幕の掲出を行い、青少年健全育成強調月間の周知を実施した。
〔実施日〕11月1日～30日

(2)子ど
も・若者
の問題

懸垂幕の掲出に加え、様々な
媒体で青少年を対象とした各
種活動・行事等を周知するこ
とができた。

青少年健全育成運動の効
果的な啓発に向け、各種
イベントへの啓発キャラ
クターの貸出やSNSの活
用など新たな方策を検討
する。

魅力あるHPの作成や
SNS、啓発キャラクター
の貸出、イベント時の
リーフレット配布等を通
じ、青少年健全育成を促
す。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

89 民間団体等への
人権教育･啓発

人権・男
女共生課
(関係各
課)

〔目的〕民間のあらゆる部門における人権教育・啓発の取り組みを促
す。
〔概要〕講師の派遣・紹介や研修教材の提供等を支援する。

(10)さま
ざまな人
権問題

講師派遣等することで、人権
教育・啓発の取り組みを支援
することができた。

継続して実施する。

1 (1) ⑤地域に
おける人
権文化の
醸成

90 虐待防止の啓発 子育て支
援課
人権・男
女共生課
福祉総合
相談課

市内を走行する路線バスに、児童虐待防止等についての広告を掲出し
て、啓発の推進を行った。

〔目的〕児童、女性、障害者、高齢者への虐待･暴力の根絶に向けて
市民の気づきや理解の促進を図るとともに、相談窓口の周知と通報の
協力を得る。
〔概要〕市内を走行する路線バスの車両側面に虐待防止啓発のラッピ
ングを行う方法へ変更した。
〔実施日〕4月1日～3月31日
　　　　　近鉄バス・阪急バス　各1台

(10)さま
ざまな人
権問題

年間を通じて路線バスに啓発
内容を掲載したことにより、
多くの市民の目に触れる機会
が増え、効果的であると考え
る。
期間を問わず幅広い市民に啓
発することができた。

どのくらいの人に啓発で
きているのか、件数が把
握できない。
ラッピングバス以外にも
効果的な啓発方法がない
か研究が必要である。

今後も継続して実施する
とともに、他の啓発方法
についても検討する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

91 人権問題研修の
実施

人事課 〔目的〕豊かな人権感覚が求められる市職員として､特に必要と考え
られる人権問題に関する本質的な認識を深め､日常においても人権の
視点に立った職務遂行に必要な人権感覚と知識水準の向上を図る｡
〔概要〕全職員を対象とした人権問題研修を毎年実施し､職員は3年に
1回､興味あるテーマの研修を受講している｡特に近年は､高齢者･子ど
もの人権､パワーハラスメント､男女共同参画社会の構築､自殺問題等､
できる限り研修内容の選択肢を広げ､各職員自らの自己啓発意欲向上
に資することができるよう工夫を凝らしている。なお、令和4年度に
ついては、令和3年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、集合研修を中止し、動画視聴によるｅラーニング研修と
した。
〔実施日〕12月16日～3月12日
〔対象者〕全職員
〔参加者〕480人（のべ人数）
〔テーマ〕
・インターネットにおける部落差別の問題
・LGBTを知る
・障害のある人への差別～誰も取り残さない社会のために～
・自殺防止のために
・多文化共生（日本で暮らす外国人の人権）
・ヤングケアラー
〔場所〕自席等でのｅラーニング

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題研修を毎年実施して
おり、職員の定期的受講によ
り、人権意識の向上につな
がっている。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、開催時期
やテーマ等の見直しを検
討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

92 階層別研修の実
施

人事課 〔目的〕新任係長級職員として､様々な人権問題についての認識を深
めるとともに､行政に携わる者としての強い使命感を養い､さらに､人
権の視点に立った職務の遂行と部下の育成に資する｡
〔概要〕ハラスメントについての講義
〔実施日〕4月19日
〔対象者〕新任係長級職員
〔参加者〕28人
〔テーマ〕ハラスメントのない職場づくりにむけて
〔講師〕人権･男女共生課職員
〔場所〕市役所

(10)さま
ざまな人
権問題

新任係長級を対象に毎年実施
しており、管理職となる初年
度に人権問題について再認識
することは、今後の職務遂行
等につながるものと考える。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、開催時期
やテーマ等の見直しを検
討する。

課題を検討し、継続して
実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

93 新規採用予定職
員の事前研修の
実施

人事課 〔目的〕人権問題を正しく理解し､民主的な社会の実現のために努力
する自覚と責任感の涵養を図る｡
〔概要〕障害者､男女共生､在日外国人､同和問題など様々な人権問題
の現状を知り､それらの課題を自分の身の周りのものへと引き寄せて
考えることによって､人権問題を正しく理解するとともに､身近なもの
とする感覚を養い､市職員として必要な人権知識･感覚の涵養を図る｡

〔テーマ〕人権問題研修
〔講師〕人権･男女共生課職員
〔場所〕市役所

新規採用職員研修
〔実施日〕4月7日
〔対象者〕新規採用職員
〔参加者〕33人

新規採用予定職員事前研修
〔実施日〕3月7日
〔対象者〕新規採用予定職員
〔参加者〕36人

(10)さま
ざまな人
権問題

新規採用予定者へ研修を実施
することで、公務員として必
要な人権知識と感覚の修得に
つながるものと考える。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、開催時期
やテーマ等の見直しを検
討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

94 会計年度任用職
員研修の実施

人事課 〔目的〕豊かな人権感覚が求められる市職員として､特に必要と考え
られる人権問題に関する本質的な認識を深め､日常においても人権の
視点に立った職務遂行に必要な人権感覚と知識水準の向上を図る｡
〔概要〕人権問題研修や各研修会･講演会に職員と共に参加

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題研修を実施すること
で、人権意識の向上につな
がっている。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、開催時期
やテーマ等の見直しを検
討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

95 職場内研修の実
施

人事課 〔目的〕各職場において職員の意識改革を促し､職員一人ひとりの高
い問題意識を育成する｡
〔概要〕職場共通の課題を抽出し､全員で課題解決に取り組む意欲や
職場の連帯感の高揚を図る｡
〔実施日〕4月～3月
〔対象者〕職場単位
〔参加者〕941人
〔場所〕各課会議室等

(10)さま
ざまな人
権問題

参加者の人権問題に対する理
解と認識を深めることができ
た。

職場主催研修の活性化を
図るため、庁内版出前講
座メニューの整備や各職
場でのＯＪＴに対する意
識向上に努める。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

96 部落解放･人権
夏期講座への派
遣

人事課 〔目的〕同和問題をはじめとする人権問題に対する理解と認識を深
め､人権の視点に立った行政遂行に資する｡
〔概要〕全国的な研究集会等への派遣。令和4年度はオンラインによ
る実施。
〔実施日〕8月29日～9月29日
〔参加者〕3人
〔場所〕自席でのｅラーニング

(10)さま
ざまな人
権問題

参加者の人権問題に対する理
解と認識を深めることができ
た。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、講座内容
や参加者所感を周知する
機会を検討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

97 市等主催の研修
会･講演会への
参加

人事課 〔目的〕同和問題をはじめとする人権問題に対する理解と認識を深
め､人権の視点に立った行政遂行に資する｡
〔概要〕市等が主催する各種研修会･講演会に職員研修として実施す
るかどうかを適宜検討する。

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題に対する理解と認識
を深めるため職員の参加を促
す。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、講座内容
や参加者所感を周知する
機会を検討する。

課題を検討し、継続して
実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

98 部落解放・人権
大学講座への派
遣

人事課 〔目的〕体系的な人権研修､啓発を企画できる立案者､指導者を養成す
る｡
〔概要〕部落解放･人権大学講座への派遣。令和4年度は集合型研修と
オンライン研修の複合型方式で実施。
〔実施日〕7月～1月(24日間)
〔対象者〕職員
〔参加者〕1人
〔場所〕①人権大学校（一部フィールドワークあり）、②自席でのｅ
ラーニング

(10)さま
ざまな人
権問題

事業の目的につながる効果が
得られるものと考える。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、講座内容
や参加者所感を周知する
機会を検討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

99 障害者差別解消
法推進研修の実
施

人事課 〔目的〕障害者差別解消法の内容の理解を深め、行政に求められる合
理的配慮等について学習し、知識・技能の向上を図る。
〔概要〕障害者差別解消法で求められることや合理的配慮についての
講義。令和4年度は、新型コロナ感染症拡大防止の観点から、一部ｅ
ラーニング研修とした。
〔実施日〕①1月13日 ②1月13日～3月12日
〔対象者〕①新規採用職員　②新任課長級職員、新任係長級職員等
〔参加者〕①32人 ②33人
〔テーマ〕①障害者理解について ②心のバリアフリー～障害者差別
解消法が目指す共生社会の実現～（静岡県作成）
〔場所〕①市役所 ②自席でのｅラーニング

(4)障害者
問題

新たに管理職となる初年度に
人権問題について再認識する
ことは、今後の職務遂行等に
つながるものと考える。

各職員の研修受講意欲向
上を図るため、開催時期
やテーマ等の見直しを検
討する。

課題を検討し、継続して
実施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

100 ファシリテー
ター養成講座の
開催支援

人権・男
女共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施せず。 (10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、実施しなかっ
た。

コロナ以前から、参加者
が減少している。

人材育成につながるよう
な講座について検討が必
要である。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

101 人権啓発リー
ダー養成講座の
開催支援

人権・男
女共生課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施せず。 (10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、実施しなかっ
た。

コロナ以前から、参加者
が減少している。

人材育成につながるよう
な講座について検討が必
要である。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

102 全国隣保館職員
近畿ブロック研
修会への参加

人権・男
女共生課

〔目的〕隣保館の運営等に関する情報交換を行い､知識を深め､職員の
知識・技能の向上を図る｡さらに､今後の国の政策や隣保館のあり方等
についての情報を得る｡
〔概要〕全国的な研究集会等への参加
〔実施日〕11月18日
〔参加者〕3人
〔場所〕兵庫県民会館

(5)同和問
題

近畿他府県の状況について、
情報交換・交流等を図ること
により、隣保館運営に関する
職員の知識・技能の向上につ
ながった。
対面研修であったため、他の
隣保館職員との交流も図るこ
とができ、刺激になった。

職員の知識・技能の向上
を図る必要がある。

今後も参加し、他館との
交流及び情報交換等に取
り組むとともに、常に課
題意識を持ち、積極的に
研修等に参加する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

103 生活保護現業員
研修会の実施

生活福祉
課

〔目的〕人権が尊重される社会の実現にかかわりの深い生活保護現業
員を中心に、法律関係、医学関係など専門的な認識を深め、職員の知
識・技能の向上を図る。
〔概要〕専門家を招いて研修会を実施
〔実施日〕2月21日（火）
〔対象者〕生活福祉課職員
〔参加者〕40人
〔テーマ〕年金請求に必要な知識について
〔講師〕社会保険労務士　西村　信悟氏

(10)さま
ざまな人
権問題

専門家による研修会を実施す
ることにより、対象者に対す
る人権意識の向上につながっ
た。

職員の人数も多く、例年
人事異動での現業員の入
れ替わりがあるため、人
権意識の定着を継続して
図っていく必要がある。

今後も定期的に外部の専
門家・有識者の見識や知
識を習得する機会を設
け、人権意識の高揚及び
定着を継続して図ってい
く。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

104 点字講習会の開
催

障害福祉
課

令和4年4月から令和5年3月の間、各月2回ずつ講習会を実施。（年間
24回）

(4)障害者
問題

各回初級・中級に分けて実施
することで、個人の習熟度に
合わせた講座となった。

引き続き､継続的に取り
組む。

引き続き､継続的に取り
組む。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

105 手話奉仕員ス
テップアップ講
座の開催

障害福祉
課

手話通訳について学び､登録手話通訳者として茨木市で活動できる手
話通訳者を養成する講習会を開催。
〔実施日〕5月～11月､週1回､全26回×2
〔対象者〕手話で日常会話が可能で､手話通訳者をめざす市民
〔参加者〕24人
〔講師〕茨木市聴力障害者協会
〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者
問題

手話通訳を目指す方のステッ
プアップの講座として開催
し、大阪府の手話通訳養成講
座へつなぐ講座となってい
る。

大阪府の手話通訳養成講
座の受講生が少ない。

周知を行い、大阪府の手
話通訳養成講座の受講者
を増やしたい。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

106 手話奉仕員養成
講座の開催

障害福祉
課

聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話奉仕員を
養成する講習会を開催。
〔実施日〕4月～8月､週1回､全18回×2
〔対象者〕市民
〔参加者〕45人
〔テーマ〕手話の基本的技術､聴覚障害者福祉
〔講師〕茨木市聴力障害者協会
〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者
問題

手話の講座に興味はあるが､学
習を講座修了以降も継続しよ
うとする人が少ない。
また、受講者の年齢層が高く
なっている。

若い受講者が少ないた
め、周知方法を工夫す
る。

周知方法を工夫するとと
もに、申請方法をwebで
行うことで手軽に申し込
めるようにする。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

107 音訳講習会の開
催

障害福祉
課

視覚障害者のコミュニケーション支援のため､音訳ができる人材を養
成する講習会を開催。
〔実施日〕9月～10月(週1回)､全6回
〔対象者〕市民
〔参加者〕8名
〔テーマ〕音訳の基礎技術
〔講師〕西浦　純子氏
〔場所〕障害福祉センターハートフル

(4)障害者
問題

受講者の多くが、ボランティ
アグループで活動している。

令和5年度も継続して実
施する。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

108 全国人権保育研
究集会への参加

保育幼稚
園総務課

〔目的〕保育所・幼稚園・認定こども園・地域・家庭すべてを反差
別・人権の視点で点検し、子どもの人権を尊重する保育内容の実施に
努める。
〔実施日〕2月4日～5日
〔参加者〕保育所長1名
〔場所〕広島県福山市

(2)子ど
も・若者
の問題

人権保育の推進に必要な多く
の知識や技能を実践から学ぶ
ことができた。

今後も参加し、人権保育
の推進のための知識・技
能の習得に努める。

引き続き参加し、人権保
育の推進のための知識や
技能の習得に努める。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

109 キャンプカウン
セラー研修の実
施

社会教育
振興課

〔目的〕多くの青少年と関わりをもつため
〔概要〕現代の子どもについての理解
〔講師〕青少年野外活動センター職員
〔実施日〕3月3日(金)
〔対象者〕キャンプカウンセラー
〔参加者〕41人
〔場　所〕茨木市立上中条青少年センター

(10)さま
ざまな人
権問題

キャンプカウンセラーが様々
な子ども達と関わるために個
人や特性について必要な情報
を提供することができた。

社会情勢の変化に応じ、
多様な人権に関する意識
啓発を努めていく必要が
ある。

引き続き、様々な手法で
キャンプカウンセラーへ
の人権学習を継続してい
く。

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

110 社会教育関係団
体等リーダー研
修会の開催

社会教育
振興課

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため実施せず。

22 



体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (2) ①指導
者・ボラ
ンティア
の育成

111 音訳・点訳ボラ
ンティアの養成
講座の開催

中央図書
館

活字による読書が困難な市民に点字・録音図書を提供するため、下記
講習会を開催した。

音訳ボランティア技術研修講習会
〔開催月〕9月～3月（4回）
〔参加者〕26人
〔講師〕大橋文江氏(朗読工房）
〔場所〕中央図書館

(4)障害者
問題

新型コロナ感染症対策を講じ
ながら、講習会を開催するこ
とにより、ボランティアの技
術向上に努めた。

継続して、講習会等を開
催し、ボランティアの技
術向上に努める必要があ
る。

継続して講習会を開催す
ることで、ボランティア
の技術向上に努める。

1 (2) ②当事者
グループ
の支援と
協働

112 茨木市老人クラ
ブ連合会研修会
の実施

地域福祉
課

〔目的〕会員相互が連携を深めるとともに､研修を通じて知識・技能
の向上を図る｡
〔概要〕研修会等を通じて､会員の知識・技能の向上を図る｡
〔実施日〕10月19日（木）
〔対象者〕老人クラブ連合会会員
〔参加者〕79人
〔場所〕ローズWAM

(10)さま
ざまな人
権問題

老人クラブ会員の人権に関す
る理解が向上した。

継続して実施する。

1 (2) ②当事者
グループ
の支援と
協働

113 学童保育指導員
研修の開催

学童保育
課

〔目的〕学童保育指導員の知識・技能の向上、知識を高めるため、高
学年への対応などの基礎的な知識を得る。
〔概要〕学童保育指導員研修会で講演会を実施
〔実施日〕6月8日
〔対象者〕学童保育指導員
〔参加者〕116名
〔テーマ〕「高学年を含む学童づくり」
〔講師〕福田　敦志（大阪教育大学）
〔場所〕男女共生センターローズWAM

(2)子ど
も・若者
の問題

高学年を含む学童づくりとい
うことで、高学年の児童が学
童保育室に入室することでの
問題点やその対応について講
演してもらい、指導員も高学
年の受入について一定の認識
を得ることができた。

研修内容、講師の選定、
場所の確保の検討が必要
である。

指導員が抱える問題や学
童保育室での問題を捉
え、それをテーマに設定
して講師を選定してい
く。

1 (2) ③自ら学
び、行動
する消費
者市民の
育成

114 消費者月間記念
講演会の開催

市民生活
相談課

〔目的〕広く市民に対して､日常生活を営むうえで起こりうる消費者
問題に関する理解を深め､消費者の自立を支援する｡
〔概要〕消費者月間(5月)に､消費者問題に関するテーマで記念講演会
を実施
〔実施日〕5月29日（日）
〔対象者〕市民
〔参加者〕会場70人、オンライン配信124名
〔テーマ〕「成年年齢が18歳に　～18歳成人を生き抜く戦略～」
〔講師〕中野　雅至氏
〔会場〕男女共生センターローズWAM

(10)さま
ざまな人
権問題

令和4年4月の民法改正による
成年年齢引下げについて、若
者目線の内容を交えて分かり
やすく講演いただき、消費者
被害の未然・拡大防止に努め
ることができた。

社会情勢を踏まえなが
ら、テーマや内容はもと
より、実施手法等も慎重
に検討しながら開催す
る。

1 (2) ③自ら学
び、行動
する消費
者市民の
育成

115 消費生活啓発講
座・講習会の開
催

市民生活
相談課

〔目的〕消費者意識を高め､正しい知識や情報を提供することにより
消費者の自立を支援する｡
〔概要〕出前講座､セミナー､パネル展示等により各種啓発講座を実施
〔実施日〕
出前講座(22か所)
セミナー（10月27日,2月20日）
〔対象者〕市民
〔参加者〕延べ　2,594人
〔テーマ〕悪質商法などから身を守るために　他
〔場所〕市民総合センター他

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナ感染対策の緩和を
受け、従来の対面型のほか、
依頼先の要望に応じてＺＯＯ
Ｍを活用したリモート形式も
実施した。市内各地域で子ど
もから高齢者まで幅広い世代
へ啓発を実施することがで
き、主体的な学びの場を提供
できた。

ニーズを的確に把握し、
実施手法や内容を検討し
ながら実施する必要があ
る。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (2) ③自ら学
び、行動
する消費
者市民の
育成

116 消費生活展の開
催

市民生活
相談課

〔目的〕最新の情報を広く市民に知らせ､市民とともに｢よりよい暮ら
しを求めて｣消費者問題を考え､被害を未然に防ぎ､自立できる消費者
であるための足がかりをつくる｡また､消費者団体の交流･活動の場と
する｡
〔概要〕会場開催のほか、特設サイトによるオンライン開催も併せて
行い、講演会、ゲーム、パネル展示、クイズ＆アンケートなどを実施
〔実施日〕会場開催11月19日、20日
　　　　　オンライン開催11月15日（月）～12月15日（水）
〔対象者〕市民
〔参加者〕会場開催315人
　　　　　オンライン開催1,408アクセス
〔テーマ〕エシカル消費とSDGs+

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナ感染対策の緩和を
受け、3年ぶりに会場開催を実
施。また、昨年に引き続きオ
ンライン開催も併せて実施。
ともに多くの方に参加いただ
き、効果的な周知・啓発を実
施できた。

引き続き感染状況やニー
ズを踏まえながら、会場
及びオンラインの両開催
の検討を行う。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

117 地区人権啓発推
進委員会の結成
及び促進

人権・男
女共生課

〔目的〕地域に根づいた草の根の人権啓発のために地区人権啓発推進
委員会を結成。
〔概要〕茨木市人権啓発推進協議会役員とともに未結成校区の小学校
を訪問し、委員会の結成を依頼

(10)さま
ざまな人
権問題

新規の委員会の結成につなげ
ることができ、全部で30校区
で委員会が立ち上がった。

すべての小学校区で結成
されるよう継続して支援
する。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

118 地区人権啓発推
進委員会の活動
支援

人権・男
女共生課

〔目的〕地域での活動の紹介や情報交換を通して、人権草の根組織間
の連携を図る。
〔概要〕市人権啓発推進協議会と27地区人権啓発推進委員会との交流
に協力。
〔実施日〕2月4日
〔対象者〕各地区人権啓発推進委員会
〔参加者〕29人
〔場所〕福祉文化会館

(10)さま
ざまな人
権問題

コロナ禍においても、さまざ
まな工夫をされ、啓発活動を
実施した3地区の委員会からの
報告と意見交流、情報共有に
より、交流を図った。

人材育成につながるよう
継続して実施する。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

119 茨木市こども会
育成連絡協議会
への支援

社会教育
振興課

こども会育成者相互の連絡を密にするとともに､茨木市内のこども会
の自主的活動を振興し､心身ともに健全なこどもの育成と福祉の増進
を図ることを目的とするこども会育成連絡協議会を支援した。

(2)子ど
も・若者
の問題

コロナ禍以前の事業を実施で
きたほか、茨木市こども会育
成連絡協議会の協力で「レク
リエーションのつどい」を
行った。

こども会加入率や子ども
会数の減少に伴い、単位
こども会の育成者が減少
しつつある。

こども会及びこども会育
成者間の連絡協調やこど
も会活動の維持を図るた
め、引続き茨木市こども
会育成連絡協議会を支援
する。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

120 茨木市青少年健
全育成運動協議
会への支援

社会教育
振興課

青少年の健全な育成をめざし､地域と連携して健全育成運動の輪を広
げることを目的とする青少年健全育成運動協議会を支援する｡
青少年健全育成補助事業実施団体
　　55団体　　事業数125事業

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった事業において
も、準備経費を補助対象としていることから、上記事業数に計上して
います。

(2)子ど
も・若者
の問題

補助金を活用して事業を実施
することにより、青少年と地
域との関わりを深めることに
つながった。また、好事例を
表彰するアワードを創設する
ことにより各地域の行事を周
知することにつながった。

青少年問題協議会が提言
する青少年健全育成重点
目標を意識した取り組み
となるよう周知を行う必
要がある。

今後も、各団体の自主的
な運営を支援していく。
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1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

121 茨木市青少年指
導員連絡協議会
への支援

社会教育
振興課

各中学校区ごとに結成する青少年指導員相互の連絡協調及び青少年指
導に関する諸問題の研究協議や街頭啓発等を行い､青少年健全育成の
推進を図ることを目的とする青少年指導員連絡協議会を支援する｡
巡回街頭指導：コロナウイルス感染症対策のため実施無し。
スマホ・SNSのトラブルから子どもを守る指導者研修：1回

(2)子ど
も・若者
の問題

インターネット世界において
青少年が犯罪に巻き込まれる
ケースも多発するなど青少年
に関する問題が複雑多様化し
ているが、青少年指導員を対
象としたスマホ・SNS研修を新
たに行い、ネット問題から子
どもを守る方法を学ぶ機会を
提供できた。

こども育成部とも連携
し、様々な視点から青少
年の健全育成に取組む必
要がある。

今後も、団体と連携・協
力し、地域の実情に応じ
た対応等を検討してい
く。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

122 家庭教育学級の
開設

社会教育
振興課

児童の保護者が家庭教育の重要性を認識し､子どもの育成に必要な知
識と技術について学習し､家庭の教育力の向上を図るため、市内各小
学校区に学級(17学級)を開設した。「人権」「親学習」等を学習項目
として、年間を通じて自主的に学習や情報交換等の活動を行った。
〔実施日〕5月～2月
〔参加者〕延べ1,506人

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症の
影響が続いているが、オンラ
イン活用等、新しい手法を導
入することで回数や参加者数
を増やすことができた。

コロナ禍における新しい
生活様式を踏まえるとと
もに、核家族化や共働き
世帯の増加等の社会情勢
の変化に応じた活動とな
るよう支援する必要があ
る。

引き続き、適宜情報提供
や相談に応じるとともに
学級間の交流を促し、家
庭教育に関する保護者の
自主的な活動ができるよ
う支援していく。

1 (3) ①ＮＰ
Ｏ・地域
団体等の
支援

123 茨木市ＰＴＡ協
議会の活動支援

社会教育
振興課

①単位ＰＴＡ活動の充実と活性化を図り、つながりを深める｡
②ＰＴＡ全体で共通の思いを持ち、学び、楽しめる市Ｐ活動の充実を
図る｡
③各種機関･団体との連携を図り、子どもたちを取り巻く現状を学ぶ｡
④市Ｐの運営の効率化を図る。
①～④を目的とした、総会、理事会、役員会、講演会等の茨木市ＰＴ
Ａ協議会の活動を支援した。

(2)子ど
も・若者
の問題

適宜情報提供や相談に応じる
等、市Ｐの活動を支援した。
実施できない事業もあった
が、コロナ禍における活動方
法を模索し、オンライン活用
など新しい手法を取り入れて
市内単位ＰＴＡへ向けた情報
発信等を行うことができた。

コロナ禍において、また
核家族化、共働き世帯の
増加等の社会情勢の変化
に伴い、ＰＴＡ活動の見
直しが求められており、
市Ｐとしてもそうした状
況に適切に対応していく
必要がある。

ＰＴＡ活動の意義を保護
者や教職員に丁寧に伝
え、広く理解を得るとと
もに、活動の負担軽減を
図るなど、時代の変化に
応じて取り組んでいける
よう、関係課とも連携
し、市Ｐの自主的な活動
を支援していく。

1 (3) ②市民参
加による
まちづく
りの推進

124 茨木市住みよい
まちづくり協議
会と関係機関・
団体との連携・
協力

地域コ
ミュニ
ティ課

〔目的〕人権・男女共生課が実施する「非核平和街頭キャンペーン」
に参加することで、「非核平和都市宣言」の趣旨に基づき、広く市民
の皆さまに対し、平和についての認識を深めていただくとともに、平
和への市民意識の高揚を図る｡

※「非核平和街頭キャンペーン」は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の対応のため、中止。

1 (3) ②市民参
加による
まちづく
りの推進

125 茨木市自治会長
説明会におけ
る、個人情報の
取扱いについて
の啓発

地域コ
ミュニ
ティ課

〔目的〕平成29年5月30日に施行された改正個人情報保護法の内容に
ついて理解を深め、適正な個人情報の取扱いに努める。
〔概要〕自治会の名簿等も改正個人情報保護法適用の対象となるた
め、その内容及び取扱いについて、自治会長説明会にて説明し、ま
た、自治会ハンドブックにおいて、個人情報取扱要領の参考例を掲載
し、啓発活動に努めた。

(7)個人情
報

平成29年5月30日に施行された
改正個人情報保護法の内容に
ついて、自治会ハンドブック
に個人情報取扱要領の参考例
を掲載することで、自治会に
おける個人情報の適正な取扱
いへの理解を深める一助と
なった。

個人情報の取扱について
は、引き続き、自治会長
説明会や自治会ハンド
ブックなどによる啓発に
努め、市民の主体的なま
ちづくりを推進する。
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(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
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1 (3) ②市民参
加による
まちづく
りの推進

126 ローズＷＡＭま
つりの開催

人権・男
女共生課

〔目的〕男女共同参画社会の推進のため、センターの活動の集大成と
して、市民との協働により実施する。
〔概要〕男女共生センターローズWAMを拠点に活動する登録団体､サー
クルによる展示・発表、講演会等
〔実施日〕2月5日
〔対象者〕市内在住･在勤･在学者
〔参加者〕（来場者）931人、（オンライン再生数）190回
〔テーマ〕だれもがともに生きられる社会へ
〔場所〕男女共生センターローズWAM

(1)男女共
同参画

男女共同参画社会の実現のた
めの拠点施設としての活動成
果を発表するとともに、ロー
ズＷＡＭ事業および男女共同
参画への理解を促進するため
に実行委員会形式で市と市民
が協働し、まつりを企画し開
催することができた。

実行委員会への新たな参
画者を得るとともに、催
しへの参加者層を広げる
必要がある。

実行委員の一部を公募す
る。引き続きオンライン
と対面の両方で開催する
ことにより、新たな参加
者を増やす。

1 (3) ②市民参
加による
まちづく
りの推進

127 環境フェアの開
催

環境政策
課

〔目的〕市域における環境保全の取組を推進し、「脱炭素化」に向け
た環境啓発を総合的に行う。
〔概要〕環境に関する講演会､自然観察会等を開催
〔実施日〕11月19日・20日
〔対象者〕市民
〔参加者〕4,100人
〔場所〕市民総合センター、IBALAB@広場

(10)さま
ざまな人
権問題

新型コロナウイルス感染症の
影響が残るなかではあった
が、2年ぶりに全体的な対面で
のイベントを実施することが
でき、市民参加によるまちづ
くりの推進及び環境啓発活動
に一定程度取り組むことがで
きた。

イベント会場である市民
総合センターへの来場者
を増やしていくこと、特
に若年層の来場者を増や
していくことが課題と
なっている。

委託業者や関係団体等と
調整を行い、若年層も含
めてより多くの人の興味
を持ってもらえるような
企画を検討していく。

1 (3) ②市民参
加による
まちづく
りの推進

128 自治会加入促進
の多言語化

地域コ
ミュニ
ティ課

地域に在住する外国人の方にも自治会に加入するきっかけを創出する
ため、自治会加入チラシの英語、中国語、韓国語版を作成し、周知に
努めている。

(6)外国人
問題

地域において、外国人在住者
も多くなってきているが、自
治会加入のきっかけがないと
いう意見もあり、作成したも
のである。自治会長説明会や
茨木市自治会連合会のホーム
ページ、会報誌において、活
用の周知を図っている。

老若男女、国籍問わず自
治会への参加へのきっか
けが必要である。

1 (3) ③当事者
の参加の
推進

129 地域に開かれた
交流の場づくり

人権・男
女共生課

〔目的〕地域住民のふれあいのある豊かな地域づくりをめざす｡
〔概要〕地域交流､人権啓発､生涯学習の場として､各種講座等を実
施。
〔実施日〕4月～3月
〔対象者〕市内在住･在勤の方
①豊川いのち・愛・ゆめセンター
〔参加者〕1,086人
〔場所〕豊川いのち・愛・ゆめセンター
②沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
〔参加者〕2,040人
〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
③総持寺いのち・愛・ゆめセンター
〔参加者〕1,212人
〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

平成27年度以降、地域交流促
進事業として、外部の事業者
へ委託することで、参加者の
ニーズに沿った交流事業等を
実施している。令和4年度はオ
ンラインも併用しながら、事
業を休止せずに行えるよう工
夫した。また、令和4年度から
3か年限定で連続講座（9回）
の実施を試行しており、セン
ターの活動に協力者を増やす
ことにつなげられると期待し
ている。

コロナの感染状況の拡大
のため少なくなった交流
の機会を再び充実させて
いく必要がある。

受託者と連携を図り、オ
ンライン実施等も含めて
地域交流を図れる企画を
行う。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (3) ③当事者
の参加の
推進

130 人権フェスタの
開催

人権・男
女共生課

〔目的〕人権問題を解決するためには社会全体で取り組んでいく必要
があるため､地域コミュニティの形成やグループ活動を促進する｡
〔概要〕地域に開かれた交流の場として､地域の団体や多くの人たち
が参加するフェスタを開催
①豊川いのち・愛・ゆめセンター
豊川やよい祭り
〔実施日〕2月27日～3月5日
〔対象者〕市民
〔参加者〕延べ624人
〔場所〕豊川いのち･愛･ゆめセンター
②沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
ふれあいまちづくりフェスタ
〔実施日〕8月27日・28日
〔対象者〕市民
〔参加者〕延べ360人
〔場所〕沢良宜いのち・愛・ゆめセンター
③総持寺いのち・愛・ゆめセンター
みしま・まちの玉手箱
〔実施日〕2月25日・26日
〔対象者〕市民
〔参加者〕延べ130人
〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

（豊川）
コロナの感染状況に応じた3パ
ターンの開催案を作成し、実
行委員会で確認を取りながら
準備を行った。最終的にコロ
ナの感染状況が落ち着いてい
たこともあり、会場を大きい
場所に移すという対策をした
うえで、メインステージもあ
る通常にほぼ近いかたちで祭
りを行うことが出来た。
（沢良宜）
コロナ感染防止のため、愛セ
ンター館内のみの実施とし、
参加人数も限定し、密になら
ないよう工夫した。
（総持寺）
ステージ発表と模擬店を別
日、別会場で実施することに
より、感染拡大対策を施しな
がら実施することができた。

withコロナが当面継続す
ることを鑑み、他の地域
におけるフェスタの動向
を注視しつつ、実施内容
及び実施時期を検討する
必要がある。

オンラインを活用した
フェスタの実施等を引き
続き検討する。
コロナ対策を十分はかる
とともに、コロナを恐れ
る人たちの気持ちを大事
にして、安心安全な祭り
を実施する。

1 (4) ①人権に
関する情
報収集・
提供機能
の充実

131 多言語での生活
ガイドブックの
配布

文化振興
課

転入してきた日本語に不慣れな外国人の利便性向上のために、英語・
中国語・やさしいにほんごのいばらき生活ガイドブックを更新・配布
した。また、ウクライナ情勢に伴いロシア語版も作成した。

(6)外国人
問題

相談機関・生活の情報や、健
康保険・年金に関する基本的
な情報を冊子にまとめて提供
することで、外国人の利便性
向上につながった。

より多くの市内に住んで
いる日本語に不慣れな外
国人へ情報提供を行うた
め、周知方法を見直す。

従来の周知方法に加え、
ホームページの分かりや
すい箇所にガイドブック
内容のデータのリンクを
貼る等、ホームページで
の情報提供を充実させ
る。

1 (4) ①人権に
関する情
報収集・
提供機能
の充実

132 ホームページに
よる啓発の実施

人権・男
女共生課

〔目的〕市民の人権意識の高揚を図るため､人権問題に関する情報や､
人権教育･啓発材料の情報提供を行う｡
〔概要〕ホームページによる情報提供を行う｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権相談をはじめ、各種講座
の情報提供、啓発活動を広報
することができた。

社会情勢や時代のニーズ
に合った内容の検討等が
必要である。

継続して実施する。

1 (4) ①人権に
関する情
報収集・
提供機能
の充実

133 茨木市人権教育
研究協議会との
連携（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ
めとした人権の確立をめざす｡
〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま
ざまな人
権問題

次世代教職員の育成の取組み
や校区連携により、人権教育
の実践を進めることができ
た。

経験の浅い教職員が増加
することにより、教職員
全員が理解できていな
い。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定する。
直面する人権課題をより
踏まえた内容で取組む。

1 (4) ①人権に
関する情
報収集・
提供機能
の充実

134 人権資料の充実 中央図書
館
人権・男
女共生課

市民の自主的・主体的な人権教育・啓発を推進するため、各図書館や
人権センターなどで書籍やビデオなどの人権関係資料を提供する。

(10)さま
ざまな人
権問題

利用者のニーズに応じて、人
権知識や人権感覚の向上につ
ながる書籍等を提供すること
ができた。

継続して人権関係資料を
提供する必要がある。

今後も継続して人権関係
資料を提供する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (4) ②人権教
育・啓発
に関する
調査・研
究

135 いのち・愛・ゆ
めセンター地域
交流促進・相談
機能強化事業

人権・男
女共生課

〔目的〕地域の実情に即した講座や地域交流行事を開催し、地域住民
の相互の理解と交流を促進する。また長期的、継続的な助言指導によ
る自立促進及び相談事業の集約、分析により地域課題を発見し、課題
解決に向けた地域コミュニティの育成を図る。
〔概要〕公募型プロポーザル方式により、社会福祉法人等へ事業を委
託して実施。

(10)さま
ざまな人
権問題

各センターごとに、受託者が
相談内容等を集約した事業完
了報告書を作成することで、
相談内容等の傾向把握、課題
等の整理ができた。

地域課題等の把握・整理
を行う。

事業完了報告書の内容か
ら抽出した課題より、地
域のニーズに合致した取
組みを実施していく。

1 (4) ②人権教
育・啓発
に関する
調査・研
究

136 茨木市進路保障
協議会との連携

学校教育
推進課

〔目的〕様々な課題をもつ生徒をはじめ､全ての子どもたちの進路を
保障する｡
〔概要〕生徒の進路保障に取り組む団体を助成

(2)子ど
も・若者
の問題

すべての子どもたちの進路保
障に向けて、研修会や小中高
の連携の取組みを行い、中退
防止に成果をあげた。

経験の浅い教職員が増加
することにより、教職員
全員が理解できていな
い。

進路保障協議会と連携を
行い、これまでの取り組
みを継承していく。

1 (4) ②人権教
育・啓発
に関する
調査・研
究

137 人権教育冬季研
究集会の開催
（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組みを交流し､研
究協議をすることで､実態課題を明らかにし､人権教育をより広げ深め
る｡
〔概要〕市内幼･小･中学校園における人権教育の取組の交流と研究討
議
〔実施日〕2月1日
〔対象者〕幼小中教職員
〔場所〕各校区人権ブロック内の学校

(10)さま
ざまな人
権問題

市内幼・小・中学校における
人権教育の取組みを通して交
流し、研究討議することで、
各幼・小・中学校の取組みの
達成状況を確認することがで
きた。

教職員が参加できる時間
帯を設定する必要があ
る。

参加者、共同研究者から
のアンケートにより、そ
の意見を研修会の内容等
に反映する。

1 (4) ③災害時
における
災害弱者
の支援体
制の確立
と地域連
携の促進

138 障害福祉サービ
ス事業所連絡会
災害対策PT会議
の開催

障害福祉
課

新型コロナウイルス感染症の影響により、取組は実施できなかった。 (4)障害者
問題

1 (5) ①教育の
機会均等
の確保と
学習の場
の充実

139 茨木市学習・生
活支援事業

福祉総合
相談課

〔目的〕貧困の連鎖防止のため、生活保護世帯やひとり親家庭の子ど
もに対し、生きるための力を育むための支援を行う。
〔概要〕市内の6か所において、学習・生活支援事業を行った。
〔実施日〕年568回
〔対象者〕中学生【生活保護世帯、ひとり親世帯、学校長に推薦され
た生徒】
〔参加者〕延べ利用者数 2,660人(内訳：生活保護世帯427人、ひと
り親世帯1,478人、学校長推薦755人)
〔場所〕総持寺いのち・愛・ゆめセンター、沢良宜いのち・愛・ゆめ
センター、ローズWAM、豊川コミュニティセンター、春日コミュニ
ティセンター、耳原公民館

(2)子ど
も・若者
の問題

コロナ禍においても感染防止
対策を実施の上、対面による
学習支援を実施することがで
きた。
課題としては、子ども自身が
自主学習する力の定着や個別
に配慮を必要とする子どもへ
の支援スキル向上が求められ
る。

子ども自身が自主学習す
る力の定着や個別に配慮
を必要とする子どもへの
支援スキル向上が求めら
れる。

個別支援スキルの強化を
図る。

1 (5) ①教育の
機会均等
の確保と
学習の場
の充実

140 幼・小・中学校
における通訳派
遣事業

学校教育
推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活
への適応を促す｡
〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人
問題

通訳により学校生活に馴染む
ことができ、日本語の習得に
もつながっている。

さまざまな地域から来る
ため、必要な言語の通訳
者を確保することが難し
い。

茨木市実用日本語学習会
と連携をして、通訳者を
確保する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

1 (5) ①教育の
機会均等
の確保と
学習の場
の充実

141 茨木市在日外国
人教育研究協議
会との連携

学校教育
推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡
〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人
問題

外国にルーツのある子どもの
自尊感情を高め、進路保障に
つながる在日外国人教育を進
めることができた。

多くの学校に外国にルー
ツのある子どもが増加し
てきたため、どのように
して取り組めばよいか分
からない学校もある。

在日外国人協議会と連携
を行い、これまでの取り
組みを継承していく。

1 (5) ①教育の
機会均等
の確保と
学習の場
の充実

142 識字学級等の開
催及び日本語教
室等の開催

社会教育
振興課
人権・男
女共生課

〔目的〕日常生活に必要な文字の読み書きを習得し､社会的自立を支
援する｡
〔概要〕教育の機会を疎外されてきた人々には識字教室を､在日外国
人等を対象に日本語教室を開催
〔実施日〕毎週1回または2回
〔対象者〕市民、在勤、在学
〔参加者〕①延べ1,010人(3センター合計数)（豊川358人、沢良宜
392人、総持寺260人）
　　　　　②延べ319人
〔場所〕①豊川･沢良宜･総持寺
　　　　　いのち･愛･ゆめセンター
　　　　②生涯学習センターきらめき

(10)さま
ざまな人
権問題

令和4年度も引き続きコロナ禍
での教室運営となったため、
密を避けるため会場や曜日を
増やしたり、時間差学習等を
行った。また、生徒と講師と
のオンライン学習を実施した
り、宿題形式の通信添削等、
通信学習をしたりなど感染防
止対策を講じたうえで、地域
住民に学習機会を提供でき
た。
日本語指導者及び希望者向け
の研修を社会教育振興課主催
で実施したことで、指導者登
録が増えた。

コロナ禍における新しい
生活様式を踏まえるとと
もに、技能実習生受け入
れ拡大に伴う受講希望者
の増加に対応していく必
要がある。
学習指導者の定期的な募
集により一定確保し、学
習の待機が出ないよう調
整する必要がある。
学習機会の継続が図れる
よう、生活面での課題に
ついても、寄り添い支援
する必要がある。

多文化共生支援事業との
連携を図り、日本語学習
や交流の機会を提供す
る。
講師間での情報・技術の
共有や、多人数対応が可
能なサロン方式を導入す
る等、学習ニーズを満た
せるよう各館の状況に合
わせて実施する。
また、生活課題を発見
し、解決するために相談
員や福祉関係部署と連携
を図る。

1 (5) ②識字・
日本語学
習や基礎
教育の学
び直しの
機会の提
供

143 幼・小・中学校
における通訳派
遣事業（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活
への適応を促す｡
〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人
問題

通訳により学校生活に馴染む
ことができ、日本語の習得に
もつながっている。

さまざまな地域から来る
ため、必要な言語の通訳
者を確保することが難し
い。

茨木市実用日本語学習会
と連携をして、通訳者を
確保する。

1 (5) ②識字・
日本語学
習や基礎
教育の学
び直しの
機会の提
供

144 茨木市在日外国
人教育研究協議
会との連携（再
掲）

学校教育
推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡
〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人
問題

外国にルーツのある子どもの
自尊感情を高め、進路保障に
つながる在日外国人教育を進
めることができた。

多くの学校に外国にルー
ツのある子どもが増加し
てきたため、どのように
して取り組めばよいか分
からない学校もある。

在日外国人協議会と連携
を行い、これまでの取り
組みを継承していく。
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体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
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1 (5) ②識字・
日本語学
習や基礎
教育の学
び直しの
機会の提
供

145 識字学級等の開
催及び日本語教
室等の開催

社会教育
振興課
人権・男
女共生課

〔目的〕日常生活に必要な文字の読み書きを習得し､社会的自立を支
援する｡
〔概要〕教育の機会を疎外されてきた人々には識字教室を､在日外国
人等を対象に日本語教室を開催
〔実施日〕毎週1回または2回
〔対象者〕市民、在勤、在学
〔参加者〕①延べ1,010人(3センター合計数)（豊川358人、沢良宜
392人、総持寺260人）
　　　　　②延べ319人
〔場所〕①豊川･沢良宜･総持寺
　　　　　いのち･愛･ゆめセンター
　　　　②生涯学習センターきらめき

(10)さま
ざまな人
権問題

令和4年度も引き続きコロナ禍
での教室運営となったため、
密を避けるため会場や曜日を
増やしたり、時間差学習等を
行った。また、生徒と講師と
のオンライン学習を実施した
り、宿題形式の通信添削等、
通信学習をしたりなど感染防
止対策を講じたうえで、地域
住民に学習機会を提供でき
た。
日本語指導者及び希望者向け
の研修を社会教育振興課主催
で実施したことで、指導者登
録が増えた。

コロナ禍における新しい
生活様式を踏まえるとと
もに、技能実習生受け入
れ拡大に伴う受講希望者
の増加に対応していく必
要がある。
学習指導者の定期的な募
集により一定確保し、学
習の待機が出ないよう調
整する必要がある。
学習機会の継続が図れる
よう、生活面での課題に
ついても、寄り添い支援
する必要がある。

多文化共生支援事業との
連携を図り、日本語学習
や交流の機会を提供す
る。
講師間での情報・技術の
共有や、多人数対応が可
能なサロン方式を導入す
る等、学習ニーズを満た
せるよう各館の状況に合
わせて実施する。
また、生活課題を発見
し、解決するために相談
員や福祉関係部署と連携
を図る。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

146 いばらきにじい
ろスペース

人権・男
女共生課

〔目的〕LGBTQ当事者などが安心して過ごせる居場所をつくる。
〔概要〕NPO法人への委託により、LGBTQ当事者や支援者などが集え
るコミュニティスペースを実施
〔日時〕毎月1回、午後6時～8時
〔場所〕ローズWAM
〔参加者数〕31人

(9)セク
シュア
ル・マイ
ノリティ

毎回参加者がおり、一定の
ニーズがあると考えられる。

継続して実施する。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

147 パートナーシッ
プ宣誓制度に関
する取組

人権・男
女共生課

〔目的〕多様な生き方を理解し、互いの人権を尊重し合い、誰もがあ
りのままに生きられる社会を目指す。
〔概要〕一方又は双方がセクシュアルマイノリティである二人のパー
トナーシップ宣誓制度を開始した。また、パートナーシップ宣誓され
た方を対象に、公正証書の作成費用を助成する「パートナーシップ宣
誓制度活用補助制度」を開始した。
〔件数〕パートナーシップ宣誓数：6組
　　　　補助金申請数：1件

(9)セク
シュア
ル・マイ
ノリティ

パートナーシップ関係を市と
して証明することが、宣誓さ
れた方の安心感にもつながっ
ていると考える。
また、公正証書の作成費用補
助により対象者の経済的負担
軽減の一助とすることができ
た。

継続して実施する。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

148 いのち・愛・ゆ
めセンター地域
避難訓練事業

人権・男
女共生課

〔目的〕災害のリスクを知ること、避難所、避難経路を知ること・考
えること、避難者を知ること、それらを非常時に確実に役立てられる
よう普段からの顔の見える関係づくりが大事であることを確認する。
〔概要〕夜間避難訓練、まち協役員による受け入れ訓練、一晩の避難
所体験を実施
〔実施日〕7月31日、8月6日、10月28-29日
〔対象者〕避難所として利用を考えている方、地域の支援者
〔参加者〕延べ47人
〔場所〕豊川いのち･愛･ゆめセンター

(10)さま
ざまな人
権問題

高齢者・障害者・ペット連
れ・子どものいる世帯等避難
所生活をする上で不安を抱え
る方達に参加いただき、実際
一晩過ごすという体験をし、
気づきを共有することが出来
た。訓練実施の報告を地域の
広報誌等を利用し、広く地域
に行うことが出来た。

災害時の支援者の確保が
必要と感じた。

小中学生等を対象にして
災害時に主体的に行動が
とれるようお泊り訓練を
実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

149 生活困窮者自立
支援事業

福祉総合
相談課

〔目的〕経済的に困窮している方（世帯）のみならず、複合的な課題
を抱え困っている方（世帯）に対して、本人とともに自立に向けたプ
ランを作成し、伴走型の支援を行う。
〔概要〕多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対する福祉のワン
ストップ総合相談窓口として実施。その中で「一時生活支援事業」、
「就労準備支援事業」等による、一時的な生活の場の確保や就労にい
たる準備支援などを行った。
〔実施日〕随時
〔対象者〕生活困窮者等
〔新規相談件数〕1,114人
〔場所〕福祉総合相談課

(10)さま
ざまな人
権問題

不安や課題を明確にし、支援
プランを作成したうえで支援
を実施することにより、相談
者の抱える不安や課題の解決
につながった。

効果的な自立支援を実施
するためには、完全に困
窮状態に陥る前の早期支
援が有効になるため、関
係機関との連携の強化が
必要である。

事業の周知を行うととも
に、アウトリーチ支援や
関係機関との強化を図
る。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

150 障害者相談支援
事業

福祉総合
相談課

〔目的〕障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来
るよう、障害者等からの相談に応じ必要な援助を行う事業
〔概要〕障害者相談支援センター10か所および基幹相談支援センター
2か所にて相談支援を実施。
〔件数〕相談支援事業実利用件数　　　2,314人
　　　　相談支援事業延べ利用件数　 36,989人

(4)障害者
問題

コロナ禍で臨時的に相談件数
が増えた昨年度に引き続き、
支援を必要とする方に安定し
た相談サービスの提供を継続
した。

相談員のスキルアップと
関係機関との連携強化を
図り、障害者本人が主体
的に生活できるような支
援が必要である。

障害者基幹相談支援セン
ターが障害者相談支援セ
ンターの後方支援を行う
等、相談員のスキルアッ
プと地域の支援者との
ネットワークの構築を図
る。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

151 障害者社会参
加・障害理解促
進事業

障害福祉
課

市内障害者団体が実施する社会見学、外出等の事業及び市内で実施す
る障害者福祉の啓発、障害者と市民の交流を深める行事や研修会の開
催等の事業を対象に補助を実施し、障害者福祉の向上をめざす。
【実績】
障害者社会参加促進事業：1件
障害理解促進事業　　　：1件

(4)障害者
問題

依然として新型コロナウイル
スの影響があり、イベント開
催などは難しい状況であった
が、昨年度と同程度の申請件
数であった。また、障害理解
促進のための講師リストにつ
いて、ホームページ等での周
知を行った。

市内で実施する障害者福
祉の啓発、障害者と市民
の交流を深める行事や研
修会開催等の事業の利用
団体が少ない。

引き続きホームページや
チラシ、SNSでの周知
や、対象団体の拡充に向
けた取り組みを行ってい
く。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

152 ユースプラザ事
業

こども政
策課

〔目的〕子ども・若者が地域で孤立することのないよう人とつながる
場を創るとともに、関係機関等と連携して支援することで、子ども・
若者の生きづらさの早期解消を図る。
〔概要〕社会経験や相談ができる居場所「ユースプラザ」5か所にお
いて、子ども・若者支援に関わっている団体・組織と連携しながら取
り組む。また、課題が複合的で支援困難なケースについては、子ど
も・若者支援地域協議会で早期支援・早期困難解消に向けて取り組
む。
〔実績〕・ふれあい・交流サロン　　　のべ 16,880人
　　　　・居場所　　　　　　　　　　のべ  5,476人
　　　　・自学・自習の場　　　　　　のべ  2,834人
　　　　・相談　　　　　　　　　　　のべ  4,084人

(2)子ど
も・若者
の問題

中学校、SSW、地域との連携が
進み、ユースプラザ利用者数
の増につながった。食支援や
経済観念を育成するための取
組など、生きる力を培う事業
を取り入れることで、利用者
のステップアップを図ること
ができた。

週4日・市内5か所で開所
しているが、来所者が大
幅に増えており、地域の
居場所としての機能が強
く求められている状況が
見受けられる。また、相
談支援についても、当事
者や家族からの相談のほ
か、他の支援機関と連携
が必要なケースも多く、
週4日(平日3日)の対応で
は難しいケースが増えて
いる。

令和5年度は開所日を週5
日（平日4日）とし、よ
り幅広い利用者への対応
と、多機関連携に努め
る。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

153 茨木市子ども・
若者自立サポー
ト事業

こども政
策課

〔目的〕子ども・若者の生きづらさの早期解消
〔概要①〕茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」におい
て、ひきこもり・ニート・不登校等の子ども・若者とその保護者の個
別専門支援を実施
(委託先)社会福祉法人ぽぽんがぽん
〔実績〕・面談  本人　　　　のべ1,339件
　　　　　　　　保護者　　　のべ1,143件
　　　　・居場所　　　　　　のべ117件
　　　　・訪問支援　　　　　のべ196件
　　　　・同行支援　　　　　のべ15件
　　　　・電話相談　　　　　のべ806件
　　　　・他機関・企業連携　のべ933件
　　　　・センター利用により子ども・若者が
　　　　　状態改善した割合　97.84％
〔概要②〕子ども・若者支援地域協議会の指定支援機関として、子ど
も・若者支援の主導的役割を担う

(2)子ど
も・若者
の問題

講習会は、福祉や教育等、
様々な機関からの参加があ
り、参加者アンケートの結果
は高評価であった。

茨木市子ども・若者自立
支援センター「くろす」
とケース連携している機
関が限定的である。

茨木市子ども・若者支援
地域協議会の部会やケー
ス会議を通じて、茨木市
子ども・若者自立支援セ
ンター「くろす」と密に
連携できる関係性を強化
する。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

154 ひとり親就業支
援講座の開催

こども政
策課

〔目的〕ひとり親家庭の自立促進
〔概要〕介護職員実務者研修を実施することにより、介護保険事業所
で働く上で必要になる基本的な知識や技術を習得し、就業やキャリア
アップへとつなげることで、ひとり親家庭の自立促進を図る。(一時
保育あり)
〔日程〕全8日(土曜日)
〔場所〕未来ケアカレッジ千里丘校
〔実績〕受講修了者 12人

(2)子ど
も・若者
の問題

新たに介護関係の就労を目指
す方だけでなく、現在介護関
係で働いている方のキャリア
アップにもつながっている。
また、介護福祉士の資格も取
得したいと、更なるスキル
アップのきっかけにもなっ
た。

介護職員初任者研修から
介護職員実務者研修の開
講に変更して4年が経過
するが、ひとり親の就労
希望に合った講座を開講
することにより、就労支
援につなげる必要があ
る。

ひとり親自立支援員の就
労相談や、ハローワーク
との情報共有により、ひ
とり親の就労に対する要
望を把握するよう努め
る。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

155 茨木市子ども・
若者支援地域協
議会の開催

こども政
策課

〔目的〕子ども・若者を早期に支援し、早期困難解消をめざすととも
に、支援する側・される側の負担軽減を図る。
〔概要①〕社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に
対し、各々の専門性を有する支援機関が必要に応じて連携し包括的に
支援した。またヤングケアラー部会を立ち上げ、支援者を対象とした
実態調査を実施したほか、その結果を踏まえた課題の共有及びヤング
ケアラー支援の検討を行った。
〔実績〕・代表者会議　　　  1回
　　　　・ケース会議　　　131回
　　　　・部会　　　　　　　9回
〔概要②〕研修・講座等を開催し、支援ノウハウや情報共有の機会を
提供
〔実績〕・子ども・若者支援地域協議会研修(KOWA研） 4回

(2)子ど
も・若者
の問題

ひきこもり、教育、福祉等、
様々な分野で部会を実施する
ことで、昨年度よりも更に実
用的な支援を検討する機会を
設けることができた。
また、大阪府立北摂つばさ高
等学校、市内全小学校などの
協議会構成機関が増え、更な
る連携が可能になった。

ヤングケアラー実態調査
の結果、小中学校やCSW
などの関係機関との連携
や、相談窓口の充実が求
められていることから、
社会全体で支援する体制
の強化を図る必要があ
る。

今後、課題解決に向けた
取組を検討する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

156 学習・生活支援
事業

こども政
策課

〔目的〕貧困の連鎖の解消
〔概要〕学習会を市内5ブロック6か所で開催。
学習・生活支援員が家庭訪問を行い、家庭の生活状況や保護者と本人
の事業利用意向を確認した上で、学習会に誘導。保護者等からの生活
相談も受けた。
また、児童扶養手当現況届時や卒業間近な小学生家庭を対象に本事業
を周知するなど、必要な生徒に支援がつながるように事業周知を行っ
た。
〔対象〕経済的に困難を抱えるひとり親家庭の中学生
〔実績〕・利用承認人数　40人
　　　　・学習会のべ開催回数　568回
　　　　　のべ参加人数　2,725人

(2)子ど
も・若者
の問題

必要な生徒に支援がつながる
ように事業周知方法を拡充
し、利用者は増加した。

利用の継続が難しい子ど
ももおり、支援が必要な
子どもがつながりにく
い。

支援が必要な家庭に直接
的な情報提供と手続きの
支援が必要である。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

157 地域子育て支援
拠点事業

子育て支
援課

在宅世帯の子育てを支援し､子どもの健やかな成長をサポートする｡コ
ロナ禍の対応として、対面だけでなくICTを活用した子育て支援を
行った。

〔参加者〕
10,401人(地域子育て支援センター)
68,175人(つどいの広場)

(2)子ど
も・若者
の問題

新型コロナウイルス感染拡大
予防対策を講じながら、事業
を行うことができた。

今後も引き続き感染症拡
大予防対策を講じなが
ら、ICT機器等を活用
し、柔軟に取り組む。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

158 ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

子育て支
援課

ファミリー・サポート・センター事業を実施した。
〔会員数〕1,545人(依頼会員1,132人
          援助会員237人　両方会員176人)
〔活動件数〕3,058件
〔新規依頼件数〕135件

(2)子ど
も・若者
の問題

新型コロナウイルス感染症の
影響により、活動件数は減少
傾向にあるものの、前年と比
較すると新規依頼件数は増加
しており、支援を必要とする
方も増加している。

多様なニーズへの対応が
求められるケースが増加
しており、依頼と援助の
マッチングが困難なケー
スもあり、引き続き、丁
寧な対応に努めていく。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

159 就職サポート事
業

商工労政
課

〔目的〕働く意欲がありながら､様々な就労阻害要因を抱えるため､就
労できない人の就労を支援する｡
〔概要〕ハローワークや茨木商工会議所と連携し、仕事なんでも相
談、合同就職面接会等の就労支援を実施した。

〔実施事業名〕仕事なんでも相談
〔相談件数〕116件

〔実施事業名〕就活支援事業
〔参加事業所〕9事業所　〔参加者〕35人

〔実施事業名〕就労支援フェア（合同就職面接会、就労・起業相談
等）
〔開催日〕①5月26日（子育て世代）②7月15日③10月27日④11月25
日（障害）⑤1月24日（三市一町）
〔来場者〕①22人②28人③60人④49人⑤65人

〔実施事業名〕職業能力開発講座①技能講習②在宅ワーク（自営型テ
レワーク）実践講座③障害者向けパソコン講座
〔実施日〕①4月～3月②2月（3日間）③10月（3回）
〔参加者〕①0人②23人③3人

〔実施事業名〕就職支援セミナー①在宅ワーク（自営型テレワーク）
入門セミナー②面接突破！模擬面接で力をつけよう③就職に向けて
カードで楽しく自分を発見！自分を伝える言葉を持って一歩前進！
〔実施日〕①9月28日②10月8日③2月24日
〔参加者〕①31人②１人③3人

〔実施事業名〕再就職支援助成金
〔交付件数〕  3件

〔実施事業名〕就労体験事業
〔参加者〕1人

(10)さま
ざまな人
権問題

合同就職面接会については、
コロナ禍ではあるものの感染
症対策を徹底して実施するこ
とができた。
職業能力開発講座について
は、技能講習の受講申込がな
かったが、自営型在宅ワーク
セミナー実践編において、前
回の講義内容を見直し、実施
することができた。
就職支援セミナーについては
参加人数が少なく、関心度の
高いテーマ選定が必要であ
る。
以上、ハローワークや茨木商
工会議所と連携し、あらゆる
方面からアプローチした就労
支援を実施することができ
た。

就職支援セミナーについ
ては、関心度の高いテー
マ選定が必要である。

参加者へのアンケート調
査や関係機関との連携に
より、関心度の高いテー
マを選定し、実施してい
くことが必要である。

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

160 ゆめ実現支援事
業

学校教育
推進課

〔目的〕通学意欲を有しながら､経済的な事由により就学が困難な生
徒の進学を支援する｡
〔概要〕様々な奨学金制度について広く紹介し､奨学金説明会を開催
する｡教育センターの相談窓口で､奨学金制度を紹介し､相談･助言や､
関係機関を紹介する｡

(2)子ど
も・若者
の問題

様々な奨学金制度や授業料無
償制度等を周知することがで
きた。個別の相談の回数も増
加し、個々の相談者の状況に
応じ適切に対応することがで
きた。

コロナウイルスの感染拡
大に伴い、説明会に参加
できない相談者がいる。

開催時間を短くしたり、
感染症対策を実施し説明
会を開催していく。ま
た、説明会に参加できな
い方には、個別の相談も
実施していく。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (1) ①当事者
のエンパ
ワメン
ト、市民
の主体的
な判断・
自己実現
の支援

161 幼・小・中学校
における通訳派
遣事業（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕小中学校に在籍する在日外国人児童･生徒に対する学校生活
への適応を促す｡
〔概要〕通訳を派遣し学習支援を行う｡

(6)外国人
問題

通訳により学校生活に馴染む
ことができ、日本語の習得に
もつながっている。

さまざまな地域から来る
ため、必要な言語の通訳
者を確保することが難し
い。

茨木市実用日本語学習会
と連携をして、通訳者を
確保する。

2 (1) ②社会参
加の促進
と社会的
障壁の除
去・軽減

162 いきいきネット
事業

福祉総合
相談課

〔目的〕要援護者の早期発見から支援につなげる。
〔概要〕市内14か所において相談支援を行う。
〔相談者〕延20,085人

(10)さま
ざまな人
権問題

健康福祉セーフティネット会
議を実施し、包括的支援体制
の強化を図ることができた。

複雑・複合化した課題を
抱えている方を早期発見
し、支援を行う必要があ
る。

早期発見による支援を行
うため、さらに関係機関
等との連携を図る。

2 (1) ②社会参
加の促進
と社会的
障壁の除
去・軽減

163 障害者虐待防止
センター事業

福祉総合
相談課

〔目的〕障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待に対する早期
発見と虐待防止に向けた取組を行う｡
〔概要〕家庭や事業所、職場で起こる身体的･心理的･性的･経済的及
び介護などの放棄や放置といった虐待に対する通報や届出、支援等の
相談を受け付ける。
〔実施日〕随時
〔場所〕福祉総合相談課
〔通報件数〕57件（養護者33件、施設従事者20件、使用者4件）

(4)障害者
問題

関係機関と連携し、障害者虐
待に対する早期発見・対応、
被害障害者・加害者共に守
り、虐待防止につなげること
ができた。

虐待防止の啓発に努め、
事業を継続する。

継続して実施する。

2 (1) ②社会参
加の促進
と社会的
障壁の除
去・軽減

164 利用者支援事業 子育て支
援課

新型コロナウイルス感染症の影響によりこども健康センターでの4か
月児健康診査等での相談事業等が実施できず、茨木市内に20か所ある
つどいの広場へは回数が減少したが出張相談を実施した。コロナ禍の
対応として、家庭訪問での相談対応やZOOM等による相談体制の整備を
行った。
また、子育て世代包括支援センターとして妊娠期からの切れ目ない支
援体制の構築のため、引き続き、こども健康センターとの連携会議を
実施した。
■相談実績合計　                    703件
　(うち出張相談件数)
　　・つどいの広場(43回)　　　　　　 150件
　　・パパ＆ママクラス(0回)　　　　　　0件
　　・4か月児健康診査（0回）　　　　 　0件
　　・その他家庭訪問等(37回)　　　　　47件

(2)子ど
も・若者
の問題

気軽に相談ができる機会とし
て妊婦や子育て親子が集まる
場所に出向いていたが、コロ
ナ禍の影響で活動が制限され
た。しかし、家庭訪問を実施
し一定数は対応することがで
きた。
ZOOM等オンライン相談につい
ては、申込み及び実績はな
かった。

利用者支援事業の相談と
しては、活動が制約され
る中でも対応できている
ため、今後も柔軟に取り
組む。

2 (1) ③困難を
抱える市
民に対す
る情報提
供・学習
支援

165 学習・生活支援
事業（再掲）

こども政
策課

〔目的〕貧困の連鎖の解消
〔概要〕学習会を市内5ブロック6か所で開催。
学習・生活支援員が家庭訪問を行い、家庭の生活状況や保護者と本人
の事業利用意向を確認した上で、学習会に誘導。保護者等からの生活
相談も受けた。
また、児童扶養手当現況届時や卒業間近な小学生家庭を対象に本事業
を周知するなど、必要な生徒に支援がつながるように事業周知を行っ
た。
〔対象〕経済的に困難を抱えるひとり親家庭の中学生
〔実績〕・利用承認人数　40人
　　　　・学習会のべ開催回数　568回
　　　　　のべ参加人数　2,725人

(2)子ど
も・若者
の問題

必要な生徒に支援がつながる
ように事業周知方法を拡充
し、利用者は増加した。

利用の継続が難しい子ど
ももおり、支援が必要な
子どもがつながりにく
い。

支援が必要な家庭に直接
的な情報提供と手続きの
支援が必要である。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

166 消費生活相談 市民生活
相談課

〔目的〕市民の消費生活上の問題について､苦情･相談を受け助言･
あっせんを行うとともに､消費生活情報の収集と情報の提供を行う｡
〔概要〕消費生活相談員が苦情等についての相談業務を行う｡
〔日時〕毎週月～金曜日､第2･4土曜日
〔場所〕消費生活センター

(10)さま
ざまな人
権問題

2,548件の相談があり、必要に
応じ助言・あっせん等を行
い、問題解決の一助となっ
た。

法に基づいた事業であ
り、継続実施する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

167 法律相談 市民生活
相談課

〔目的〕市民生活の安定、市民福祉の向上を図る。
〔概要〕市民が抱えている諸問題に対して、弁護士が助言、アドバイ
スを行う。
〔日時〕毎週月・水・金曜日、毎月最終日曜日
〔場所〕市民生活相談課

(10)さま
ざまな人
権問題

1,904件の相談があり、市民が
抱える問題解決の一助となっ
た。

市民ニーズを踏まえなが
ら、法律相談を継続実施
する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

168 法律相談 人権・男
女共生課

〔目的〕法律に基づく解決のための手だてについて支援する｡
〔概要〕法律上の悩みについて､女性弁護士が相談を受ける｡
〔日時〕毎月第3木曜日､土曜日午前9時30分～12時30分
〔場所〕男女共生センターローズWAM
〔相談件数〕50件

(1)男女共
同参画

相談者が様々な問題の解決に
踏み出す一助になった。

より高度で複雑な問題に
対応しなければならな
い。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

169 女性相談 人権・男
女共生課

〔目的〕子育てや介護、健康、人間関係など女性をとりまく様々な悩
みに関する相談事業を実施することで、男女共同参画社会の形成と女
性の自立を促進する。
〔概要〕電話および面接による相談を実施
〔日時〕月～土曜日(火曜日､祝日を除く)
〔場所〕男女共生センターローズWAM
〔相談件数〕①電話相談　1,418件
　　　　　　②面接相談　　502件

(1)男女共
同参画

多種・多様な相談に対応する
ことで、女性の自立を支援す
ることができた。

継続して実施する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

170 ＤＶ相談
配偶者暴力相談
支援センター事
業

人権・男
女共生課

〔目的〕ＤＶやデートＤＶ、ストーカーなど配偶者や恋人など親しい
間柄でおこる暴力に関する相談事業を実施することにより、ＤＶなど
の暴力の防止を図るとともに被害者を支援する。
〔概要〕電話や面接による相談を実施
〔日時〕月～土曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時～午後5時
〔相談件数〕677件

(1)男女共
同参画

複雑・多様化している相談に
対応し、被害者の安全確保と
自立につなげることができ
た。

複雑・多様化する相談に
対応するため、機関連携
をスムーズにする必要が
ある。

関係機関や関係課との連
携をさらに充実させ、継
続して実施する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

171 男性相談 人権・男
女共生課

〔目的〕生き方や健康、人間関係など男性をとりまく様々な悩みに関
する相談事業を実施することで、男女共同参画社会の形成を促進す
る。
〔概要〕男性カウンセラーによる電話相談を実施
〔日時〕毎月第3・4水曜日
　　　　午後6時30分～9時30分
〔場所〕男女共生センターローズWAM
〔相談件数〕43件

(1)男女共
同参画

匿名で顔を合わさず相談でき
ること、またその相談場所の
存在を示すことで安心を与
え、問題や悩みを抱える男性
の支えとなった。

男性相談の存在を広く周
知する必要がある。

広報紙等を通じて、さら
に周知を図りながら継続
して実施する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

172 いばらきにじい
ろ電話相談

人権・男
女共生課

〔目的〕LGBTQ当事者やその周りの人などの悩みや困りごとの解決に
向けて支援する｡
〔概要〕NPO法人への委託により、LGBTQに関する電話相談を実施
〔日時〕毎月第4土曜日､午後3時～8時
〔相談件数〕5件

(9)セク
シュア
ル・マイ
ノリティ

相談件数は少なかったが、当
事者等の悩み解決の一助に
なったと考える。

当事者のニーズ把握や効
果的な周知啓発方法が今
後の課題である。

周知啓発方法を検討す
る。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

173 総合生活相談 人権・男
女共生課

〔目的〕住民の自立支援及び福祉の向上に資するとともに､生活上の
様々な課題や住民ニーズ等を発見し対応する｡
〔概要〕生活上の様々な悩みについて､相談者の立場に立って､きめ細
やかで具体的な助言対応を行う｡
〔日時〕随時
〔場所〕各いのち･愛･ゆめセンター
〔相談件数〕豊川466件､沢良宜505件､総持寺380件

(10)さま
ざまな人
権問題

（豊川）昨年度から再開した
ケアケース会議による情報交
換が充実してきた。地域の関
係機関との連携を図ることが
でき、見守り活動を拡充でき
た。
（沢良宜）コロナ禍が少し落
ち着いたこともあり、電話相
談より来所相談が上回った。
また、長期・複雑化したケー
スが解決に向けて進展した。
（総持寺）継続相談は安定し
ているが、コロナ禍における
つながり機能の低下により新
規相談の掘り起こしに関して
は課題を残した。

センターに相談に来れな
い人へのアウトリーチ手
法について、更に検討す
る必要がある。
また、相談の掘り起こし
を積極的に行う必要があ
る。

館だよりやホームページ
等への掲載に加え、地域
で実施されている様々な
イベントや活動等に積極
的に参加し、相談業務の
周知を行うとともに、コ
ミュニケーションにより
相談者の掘り起こしを行
う。
多文化共生支援事業で交
流の場をつくることで、
外国人からの相談・ニー
ズもキャッチできるよう
にしていく。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

174 人権相談 人権・男
女共生課

〔目的〕人権侵害を受け､又は受けるおそれのある市民が､自らの主体
的な判断により課題の解決を図る｡
〔概要〕窓口や電話相談で事案に応じた適切な助言や相談機関に紹
介､取り次ぐことにより支援を行う｡
〔日時〕随時
〔場所〕各いのち･愛･ゆめセンター
〔相談件数〕豊川9件､沢良宜31件､総持寺32件

(10)さま
ざまな人
権問題

人権問題に対し、対象者への
寄り添り相談を実施する中
で、助言・傾聴相談を行っ
た。

人権に関する相談は、ま
だまだ敷居が高い印象を
持たれていることから、
相談勧奨に加え、意識啓
発も含めたアプローチが
必要である。

生活相談等の中から、背
景や要因となる人権課題
を整理・見える化する
等、相談精度を高める。
気軽に相談できる窓口と
しての認知度を高めてい
く。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

175 生活困窮者自立
支援事業による
法律相談

福祉総合
相談課

〔目的〕専門的な知識に基づく法律相談を実施することにより、困窮
者の自立の促進を図る。
〔概要〕弁護士による法律相談
〔実施日〕毎月1回
〔対象者〕生活困窮者等
〔参加者〕延べ相談者数　21人
〔場所〕福祉総合相談課

(10)さま
ざまな人
権問題

債務問題・労働問題・住宅問
題・家族問題などの法律相談
を実施することにより、相談
者の抱える不安や問題の解決
につながった。

事業の啓発に努め、事業
を継続する。

事業の周知を行うととも
に、相談員が専門職によ
る支援が必要な方を適切
につなぐ。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

176 高齢者虐待相談 福祉総合
相談課

〔目的〕高齢者虐待に対する早期発見と虐待防止に向けた啓発及び虐
待相談対応を行う｡
〔概要〕
①家庭や事業所内で起こる身体的･心理的･性的･経済的及び介護など
の放棄や放任といった虐待に対する相談窓口を設置
②関係機関連携強化のための虐待防止ネットワーク連絡会
③虐待防止ネットワーク連絡会研修会
④虐待防止啓発
〔実施日等〕①随時、②6月30日、③1月26日、
　　　　　　④虐待防止ラッピングバスによる周知・啓発
〔場所〕①福祉総合相談課､地域包括支援センター、②茨木市福祉文
化会館302号室、➂茨木市役所南館10館大会議室
〔相談件数〕85件（養護者80件、施設5件）
また、高齢者虐待相談窓口の周知については、広報誌による相談窓口
の周知、リーフレット等を窓口設置及び関係機関に配布し、周知を
図っている。

(3)高齢者
問題

②関係機関連携強化のための
虐待防止ネットワーク連絡会
及び③虐待防止ネットワーク
連絡会研修会は、3年ぶりの対
面での開催となり、関係機関
が集まることで、より一層虐
待対応の連携強化を図ること
ができた。新型コロナウイル
ス感染症の影響により、一部
事業が実施できなかったが、
啓発方法変更により、高齢者
虐待の早期発見、虐待防止の
周知啓発を行うことができ
た。
また、虐待相談に対しては、
関係機関と連携を図り対応す
ることができた。

虐待防止の啓発に努め、
事業を継続する。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

177 聴覚・言語障害
者生活相談

障害福祉
課

聴覚･言語障害者の社会参加を促進するため、医療や教育､コミュニ
ケーションに関することについて相談を実施
〔日時〕随時
〔場所〕障害福祉課
〔相談件数〕1,765件（通訳含む）

(4)障害者
問題

高齢の方の相談が多い。若い
世代では子どもの教育につい
ての相談が多い。

継続して実施する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

178 母子・父子・寡
婦家庭相談

こども政
策課

〔目的〕ひとり親家庭等の自立支援
〔概要〕こども政策課窓口に自立支援員を2名配置し、相談業務を実
施した。
〔場所〕こども政策課事務室等
〔対象〕ひとり親家庭の父または母,離婚前
〔実績〕相談件数　980件

(2)子ど
も・若者
の問題

相談内容に応じて各種制度の
案内や、関係機関と連携によ
る就労支援等を行い、ひとり
親家庭等の自立へとつなげ
た。

児童扶養手当や児童手当
などの対応記録と、ひと
り親家庭相談の面談記録
を一本化する必要があ
る。

関係者誰もが記録を入力
し、閲覧することができ
る業務改善ツール等を導
入し、利活用する。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

179 子育て相談(児
童虐待を含む)

子育て支
援課

子育てに不安や悩みを持つ親に対して､保育士､心理判定員､保健師等
が、電話と面接･訪問相談を、月曜日から金曜日までの祝日を除く期
間で、午前10時から午後4時まで実施しており、専門的な立場から助
言を行っている。令和4年度の相談件数は、面接が316件、電話等が
326件であった。

(2)子ど
も・若者
の問題

本年度も子育てに不安や悩み
を抱える保護者からのニーズ
に対応することができた。

次年度も相談者の思いに
寄り添い、話を聴き､対
応を一緒に考え、必要に
応じて継続面接や訪問を
実施していく。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

180 乳幼児発達療育
相談(乳幼児療
育発達相談事
業)

発達支援
課

健診や幼稚園等の集団生活での発達の不安を持つ親の相談窓口として
心理判定員、保育士等が電話、面接相談を火曜日から土曜日まで実施
し、内容に応じて助言している。電話が110件、面談が69件、メール
が10件あった。

(2)子ど
も・若者
の問題

健診後等で不安を抱えた方の
相談の場としては有効な事業
であった。昨年に引き続き電
話やメールの相談が増加傾向
にあった。関係機関との連携
を図り、相談内容に応じた適
切な対応ができた。

今後も保護者の思いに寄
り添い、児にとっての適
切な助言をするとともに
早期療育への理解を深
め、子育てに向き合って
いただけるよう取り組
む。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

181 子育て相談 保育幼稚
園総務課

〔目的〕在宅世帯の子育てを支援する｡
〔概要〕公立保育所で子育て相談や情報提供を行う｡
〔日時〕随時
〔場所〕各保育所
〔相談件数〕385件

(2)子ど
も・若者
の問題

担当者が子育て支援に必要な
研修を受講し、ノウハウの育
成に努めた。

引き続き子育て支援等に
関する法令や制度を理解
し、ノウハウの育成に努
める必要がある。

子育て支援等に関する法
令や制度を理解し、一人
一人が引き続きノウハウ
の育成に努める。

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

182 「いじめ」ホッ
と電話相談

教育セン
ター

いじめ問題で苦しむ子ども､保護者の負担を軽減するため、市内小・
中学生及びその保護者を対象に、電話によるいじめ相談を実施した。
また、相談者の了解のもと関係機関に情報提供し､事象の問題解決に
向けた取組みを促進した。
〔日時〕月曜日～金曜日 午前9時～午後5時
〔場所〕教育センター
〔回数〕24回

(2)子ど
も・若者
の問題

児童・生徒への相談窓口の周
知に努め、学校と関係機関が
連携して、相談者に対して丁
寧で迅速に対応することがで
きた。

児童・生徒・保護者に広
く周知し、安心して利用
できるようにする必要が
ある。

啓発カードの配付、ホー
ムページ・広報による周
知を引き続き実施すると
ともに、新たな周知方法
を工夫する。
相談内容に応じて、学校
や関係機関との連携を一
層強化し、児童・生徒の
精神的・心理的な安定と
成長を支援していく。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (2) ①人権に
かかわる
相談窓口
の整備

183 電話教育相談 教育セン
ター

悩みを抱える子ども､保護者の負担を軽減するため、市内小・中学生
及びその保護者を対象に、電話による教育相談を実施した。また、相
談者の了解のもと関係機関に情報提供し､事象の問題解決に向けた取
組みを促進した。
〔日時〕月曜日～金曜日 午前8時45分～午後5時
〔場所〕教育センター
〔回数〕118回

(2)子ど
も・若者
の問題

必要に応じて専門機関の紹
介、学校等の関係機関との連
携を行い、相談に対する丁寧
で迅速な対応を行うことがで
きた。コロナ禍の影響もあ
り、子育てや不登校に関する
内容等、困り感のある保護者
に寄り添って対応ができた。

児童・生徒・保護者に広
く周知し、利用できるよ
うにする必要がある。

引き続き、ホームペー
ジ・広報で周知するとと
もに、各学校のホーム
ページやお便り等で周知
を拡げていく。また、学
校や関係機関との連携を
一層強化し、児童・生
徒・保護者の精神的・心
理的な安定と成長を支援
していく。

2 (2) ②相談機
関との連
携

184 ＤＶ防止ネット
ワーク連絡会の
充実

人権・男
女共生課

〔目的〕ＤＶに関する機関が連携し、暴力防止と早期発見・早期対応
について検討し、ＤＶなどの暴力の防止を図るとともに被害者を支援
する。
〔概要〕ＤＶネットワーク連絡会の開催

(1)男女共
同参画

各課や関係機関とＤＶ被害者
支援の現状について情報共有
を図ることができた。

継続して実施する。

2 (2) ②相談機
関との連
携

185 障害者・高齢者
虐待防止ネット
ワーク連絡会の
開催（再掲）

福祉総合
相談課

〔目的〕障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律(平成23年法律第79号)第35条及び高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の
規定に基づき、関係機関の連携協力体制を整備することにより、養護
者等による虐待の防止、養護者等による虐待を受けた障害者、高齢者
の保護及び養護者に対する支援を推進すること。
【連絡会】
　〔概要〕各機関の取組状況の報告と意見交換
　〔実施日〕6月30日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機関
　〔参加者〕52人
【研修会】
　〔概要〕虐待に関する知識習得
　〔実施日〕1月26日
　〔対象者〕ネットワークを構成する関係機関
　〔参加者〕113人
　〔テーマ〕権利擁護について
　〔講師〕関西福祉科学大学　教授　津田　耕一　氏
　〔場所〕茨木市役所　南館10階大会議室

(10)さま
ざまな人
権問題

連絡会、研修会ともに3年ぶり
に開催することができた。開
催したことにより、虐待対応
の連携強化をより一層図るこ
とができた。

連携強化のために、引き
続き実施する必要があ
る。

継続して実施する。

2 (2) ②相談機
関との連
携

186 茨木市要保護児
童対策地域協議
会の充実

子育て支
援課

関係機関でネットワークを構築し､情報提供等を通じて、連携の強化
を図るため、代表者会議を1回、実務者会議を3回開催した。また、個
別ケースの支援方針等を協議する新規検討会議・進行管理会議を16
回､ケース検討会議を309回行い、ネットワークの充実に努めた。

(2)子ど
も・若者
の問題

代表者会議及び実務者会議に
おいては、関係機関が一堂に
集まり、協議を行うことで情
報共有及び連携の強化を行う
ことができた。また、その他
の会議の実施により、要保護
児童等の早期発見､迅速かつ適
切な保護及び児童虐待等の防
止に努めることができた。

次年度も新型コロナウイ
ルス感染症の感染状況に
留意しつつ、会議の有効
活用を検討する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (2) ②相談機
関との連
携

187 ゆめ実現支援事
業（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕通学意欲を有しながら､経済的な事由により就学が困難な生
徒の進学を支援する｡
〔概要〕様々な奨学金制度について広く紹介し､奨学金説明会を開催
する｡教育センターの相談窓口で､奨学金制度を紹介し､相談･助言や､
関係機関を紹介する｡

(2)子ど
も・若者
の問題

様々な奨学金制度や授業料無
償制度等を周知することがで
きた。
個別の相談の回数も増加し、
個々の相談者の状況に応じ適
切に対応することができた。

コロナウイルスの感染拡
大に伴い、説明会に参加
できない相談者がいる。

開催時間を短くしたり、
感染症対策を実施し説明
会を開催していく。ま
た、説明会に参加できな
い方には、個別の相談も
実施していく。

2 (2) ②相談機
関との連
携

188 地域子育て支援
拠点事業（再
掲）

子育て支
援課

在宅世帯の子育てを支援し､子どもの健やかな成長をサポートする｡コ
ロナ禍の対応として、対面だけでなくICTを活用した子育て支援を
行った。

〔参加者〕
10,401人(地域子育て支援センター)
68,175人(つどいの広場)

(2)子ど
も・若者
の問題

新型コロナウイルス感染拡大
予防対策を講じながら、事業
を行うことができた。

今後も引き続き感染症拡
大予防対策を講じなが
ら、ICT機器等を活用
し、柔軟に取り組む。

2 (2) ②相談機
関との連
携

189 人権相談機関
ネットワークの
充実

ネット
ワーク加
盟機関

〔目的〕多種多様な人権相談に対して迅速に専門機関へ取次ぎ､相談
機関相互の情報交換や意見交換を図る｡
〔概要〕行政機関だけでなく､様々な相談機関が密接に連携･協力する
ためのネットワークの充実を図る｡

(10)さま
ざまな人
権問題

関係機関における情報交換を
行い、ネットワークの充実を
図ることができた｡

継続して実施する。

2 (2) ③相談事
例等を通
じた実態
把握

190 いのち・愛・ゆ
めセンター地域
交流促進・相談
機能強化事業
（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕地域の実情に即した講座や地域交流行事を開催し、地域住民
の相互の理解と交流を促進する。また長期的、継続的な助言指導によ
る自立促進及び相談事業の集約、分析により地域課題を発見し、課題
解決に向けた地域コミュニティの育成を図る。
〔概要〕公募型プロポーザル方式により、社会福祉法人等へ事業を委
託して実施。

(10)さま
ざまな人
権問題

各センターごとに、受託者が
相談内容等を集約した事業完
了報告書を作成することで、
相談内容等の傾向把握、課題
等の整理ができた。

地域課題等の把握・整理
を行う。

事業完了報告書の内容か
ら抽出した課題より、地
域のニーズに合致した取
組みを実施していく。

2 (2) ④庁内連
携による
相談対応
の強化

191 通訳ボランティ
ア制度(茨木市
国際親善都市協
会)

文化振興
課

市の窓口での手続き・乳児健診等への通訳ボランティアの派遣および
翻訳作業を行った。
〔派遣件数〕54件
〔派遣先〕こども健康センター、市民協働推進課、文化振興課等

(6)外国人
問題

通訳ボランティアの派遣に
よって、安心して手続きや健
診を受けてもらうことができ
た。

派遣件数の増加から制度
の認知が進んでいるた
め、派遣が必要な人に制
度を提供できるよう、ボ
ランティアの拡充を図る
必要がある。

市広報誌や市ホームペー
ジ上でも幅広い言語での
通訳ボランティア登録者
を募集し、登録者の増加
に繋げる。

2 (3) ①人権救
済・保護
体制の強
化

192 暴力被害女性一
時保護委託事業

人権・男
女共生課

茨木市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談を通して、大阪
府女性相談センターと連携し、一時保護を行った。
〔一時保護件数〕5件

(1)男女共
同参画

必要に応じ、暴力被害者の支
援を行った。

継続して実施する。

2 (3) ①人権救
済・保護
体制の強
化

193 緊急一時保護事
業

福祉総合
相談課

〔目的〕障害者に対する虐待を防止し、障害者の権利利益の擁護に資
する。
〔概要〕事業所に委託し、障害者を受入れ、入所障害者に対する食事
の提供や相談等を行う。
〔実施日〕随時
〔実施件数〕1件

(4)障害者
問題

実施件数は昨年度より減った
が、緊急性の高い事案に対
し、迅速な入所対応を実施し
た。今後も虐待の防止及び早
期発見、早期対応等障害者の
権利擁護の推進に取り組む必
要がある。

関係機関との連携強化を
図り、障害者の権利擁護
の推進に努める。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (3) ①人権救
済・保護
体制の強
化

194 障害者差別解消
支援協議会運営
事業

障害福祉
課
人権・男
女共生課

〔目的〕障害者に対する、障害を理由とする差別に関する相談及び障
害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う。
〔概要〕茨木市障害者差別解消支援協議会を開催し、これまでの取組
の振り返りや、前年度の取組報告や効果的な取組について意見交換を
行った。
〔協議会実施日〕8月24日、2月16日

(4)障害者
問題

障害を理由とする差別の解消
に資する取組みについて、意
見交換を行った。また、令和4
年度からは新たに、事例検討
会を実施した。実際の相談事
例を協議会にて、当事者をは
じめとした参加者に共有し、
意見をいただいた。

障害を理由とする差別の
解消に資する取組みにつ
いてさらに効果的、効率
的な取組を行うため、協
議を続ける。

啓発・周知方法等の取組
について検討し継続して
実施する。また効果的、
効率的な協議会運営のた
め、事例検討会等を充実
させていく。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

195 茨木市消費者協
会との連携

市民生活
相談課

〔目的〕市民生活の向上をめざす｡
〔概要〕暮らしに役立つ情報の提供や消費者問題の啓発に努める｡

茨木市消費生活展を実行委員会形式で実施
特殊詐欺防止講習会及び消費生活パネル展を共催

(10)さま
ざまな人
権問題

イベント内容や周知方法等に
ついて、議論しながら、連携
を図り、一定の啓発等を行う
ことができた。

高齢化が顕著であり、会
の存続には、後継者の育
成が急務である。
また、男性の参画を促す
取組を検討する。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

196 茨木市人権セン
ターとの連携

人権・男
女共生課

〔目的〕あらゆる差別をなくし､市民の人権意識の普及･高揚を図り､
もって人権が守られた豊かで住みよいまちづくりをめざすため､茨木
市の人権施策の推進に協力し市内各種団体と連携･協力して人権尊重
の社会づくりに寄与する｡
〔概要〕研修会や学習会を開催するとともに自立支援及び人権擁護に
ついての相談を行い､また､地域住民の交流や協働の推進や人権のネッ
トワークづくりに努める｡

(10)さま
ざまな人
権問題

市内の各種団体と連携・協力
し、人権啓発に役立つ人材の
育成に努めた。

事業内容や再補助等につ
いて、効果的な手法の検
討が必要である。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

197 茨木市人権啓発
推進協議会との
連携

人権・男
女共生課

〔目的〕あらゆる差別をなくし､市民の人権意識の普及･高揚を図り､
もって人権が守られた豊かで住みよいまちづくりに寄与する｡
〔概要〕啓発紙の発行、市民啓発活動や研修会､学習会を開催

(10)さま
ざまな人
権問題

啓発紙「虹のひろば」の発行
や人権啓発研修会を実施し
た。小学校区毎の人権啓発組
織の結成に取組んだ。

人権啓発の市民組織とし
てさらに発展させるよう
連携を深める。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

198 茨木市人権各地
域協議会との連
携

人権・男
女共生課

〔目的〕茨木市人権センターと連携し､同和問題解決のための施策を
はじめ人権施策に協力し､差別のない人権尊重のコミュニティの実現
に寄与する｡
〔概要〕行政機関及び関係機関と協力並びに連携するとともに､自立
支援及び人権擁護についての相談や住民間の交流及び協働を促進す
る。

(10)さま
ざまな人
権問題

地域啓発・交流を促進し、同
和問題をはじめ人権問題解決
に努めた。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

199 茨木市人権擁護
委員会との連携
（再掲）

人権・男
女共生課

〔目的〕人権擁護委員法の主旨に則り､自由人権思想の普及高揚と基
本的人権の擁護に資するため､委員会を組織し円滑な活動を図る｡
〔概要〕職務に関する情報の収集や研究を行い､市と連携して相談や
啓発活動を行う｡

【「人権の花」運動】
　〔概要〕小学校に花の球根を贈呈し、花を育てる活動を通じて児童
に豊かな人権感覚を育む。あわせて人権教室を実施する。
　〔実施日〕11月10日
　〔参加者〕3年生児童74名
　〔場所〕市立小学校（毎年1校）
【子どもの人権教室】
　〔概要〕学童保育室入室児童を対象に人権教室を実施
　〔実施日〕10月～1月（5回）
　〔参加者〕188人
　〔場所〕市立学童保育室（5か所）
【人権週間街頭啓発キャンペーン】
　〔概要〕啓発物品を配布
　〔実施日〕12月1日
　〔場所〕阪急茨木市駅前・JR茨木駅前

(10)さま
ざまな人
権問題

小学校における「人権の花」
運動・人権教室や、人権週間
街頭啓発キャンペーンの実施
など、感染対策を講じなが
ら、広く市民に啓発を行うこ
とができた。また、コロナ禍
で一時中止していた人権擁護
委員による人権相談窓口を再
開するなど、市民の人権擁護
に努めた。

コロナ禍で中止・制限さ
れていた活動は概ね再開
したものの、人権教室に
おいて子どもたちとの交
流が制限されるなどの影
響があった。また、人権
相談に来訪する相談者が
少ないのも課題である。

コロナ禍での活動経験を
活かし、今後もより効果
的な活動方法を検討・研
究していく。また、人権
擁護委員や相談窓口の周
知に努める。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

200 (一財)大阪府人
権協会との連携

人権・男
女共生課

〔目的〕同和問題解決のための施策をはじめとする人権施策に取り組
み､差別のないコミュニティづくりを通じて､すべての人の人権が尊重
される豊かな社会の実現をめざす｡
〔概要〕研修会や学習会を開催するとともに自立支援及び人権擁護に
ついての相談を行い､また､地域住民の交流や協働の推進や人権のネッ
トワークづくりに努める｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権相談や講師派遣による連
携、人権関連情報誌の提供を
受ける等、人権啓発推進の一
助となった。

継続して実施する。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

201 (公財)人権教育
啓発推進セン
ターとの連携

人権・男
女共生課

〔目的〕人権に関する様々な国際機関･国･地方公共団体･公益法人･団
体等と国際的･国内的連携を図りつつ､基本的人権の擁護に資する｡
〔概要〕次世代を担う青少年等に対する同和問題など人権に関する総
合的な教育･啓発や人権相談を行う｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権関連資料や情報誌の提供
を受ける等、人権啓発推進の
一助となった。

継続して実施する。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

202 (一財)アジア太
平洋人権情報セ
ンターとの連携

人権・男
女共生課

〔目的〕アジア･太平洋地域における人権の伸長を図り､国際的な人権
伸長･保障の過程にアジア･太平洋の視点を反映させ､アジア･太平洋地
域における日本の国際協調･貢献に人権尊重の視点を反映させること
で国際化時代にふさわしい人権意識の高揚を図る｡
〔概要〕国連を中心とした国際的な人権情報の収集･整理事業､調査･
研究事業､研修･啓発事業､広報･出版事業､相談･情報提供サービス事
業などを行う｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権関連資料や人権関係専門
情報誌の提供、市民人権講座
への講師派遣等、人権啓発推
進の一助となった。

継続して実施する。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

203 (公財)大阪人権
博物館との連携

人権・男
女共生課

〔目的〕人権思想の普及と人間性豊かな文化の発展に貢献する｡
〔概要〕部落問題をはじめとする人権問題に関する調査研究をおこな
うとともに､関係資料や文化財を収集･保存し､あわせてこれらを展示･
公開する。（令和2年6月より休館）

(10)さま
ざまな人
権問題

大阪人権博物館のパネルを活
用し、水平社創立100周年記念
パネル展を開催した。

再開等は、現在未定であ
る。

資料や情報提供等、連携
方法について検討してい
きたい。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

204 (公財)大阪国際
平和センターと
の連携

人権・男
女共生課

〔目的〕大阪府民･市民と国内外の人々との間の相互交流を深めるこ
とを通じて､大阪が世界の平和と繁栄に積極的に貢献するため｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権関連資料や情報誌の提供
を受ける等、人権啓発推進の
一助となった。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

205 茨木市農業協同
組合との連携

農林課 〔目的〕人権問題･啓発の取り組み情報の提供をする｡
〔概要〕人権問題啓発研修会の開催の周知｡

(10)さま
ざまな人
権問題

人権意識の高揚を図る機会と
することができた。

継続して実施する。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

206 茨木市人権教育
研究協議会との
連携（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕人権教育の機軸に同和教育を位置づけ､部落差別解消をはじ
めとした人権の確立をめざす｡
〔概要〕教職員による人権教育の実践を促す｡

(10)さま
ざまな人
権問題

次世代教職員の育成の取組み
や校区連携により、人権教育
の実践を進めることができ
た。

経験の浅い教職員が増加
することにより、教職員
全員が理解できていな
い。

多くの教職員が参加でき
るように広い研修会場を
設定する。
直面する人権課題をより
踏まえた内容で取組む。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

207 茨木市進路保障
協議会との連携
（再掲）

学校教育
推進課

〔目的〕様々な課題をもつ生徒をはじめ､全ての子どもたちの進路を
保障する｡
〔概要〕生徒の進路保障に取り組む団体を助成

(2)子ど
も・若者
の問題

すべての子どもたちの進路保
障に向けて、研修会や小中高
の連携の取組みを行い、中退
防止に成果をあげた。

経験の浅い教職員が増加
することにより、教職員
全員が理解できていな
い。

進路保障協議会と連携を
行い、これまでの取り組
みを継承していく。

2 (3) ②関係機
関との連
携の強化

208 茨木市在日外国
人教育研究協議
会との連携（再
掲）

学校教育
推進課

〔目的〕在日外国人教育を推進する｡
〔概要〕在日外国人教育の向上に取り組む団体を助成

(6)外国人
問題

外国にルーツのある子どもの
自尊感情を高め、進路保障に
つながる在日外国人教育を進
めることができた。

多くの学校に外国にルー
ツのある子どもが増加し
てきたため、どのように
して取り組めばよいか分
からない学校もある。

在日外国人協議会と連携
を行い、これまでの取り
組みを継承していく。

2 (3) ③地域に
おける人
権侵害の
防止と保
護・救済

209 茨木市私立保育
園連盟

保育幼稚
園総務課

〔概要〕人権保育研修　人権啓発推進を行った。
〔対象〕保育所（園）認定こども園、小規模保育所、全職員
〔回数〕3回
〔参加者〕216名
〔内容〕人権意識向上研修

(2)子ど
も・若者
の問題

様々な子どもの状況を知るこ
とで、人権の気づきを得られ
る研修となった。また保護者
の思いを学び、理解を深める
ことができた。

子どもや保護者、現場の
状況に即したより具体的
な内容を取り入れなが
ら、保育士の資質向上に
努める。

今後も保育所で抱えてい
る課題等について、職員
で共有・検討できるよう
な研修会を実施する。

2 (3) ④就労の
場におけ
る人権侵
害からの
保護・救
済

210 労働問題相談 商工労政
課

〔目的〕働く上でのあらゆる問題について､労使の自主的な問題解決
を支援する｡
〔概要〕仕事なんでも相談員を設置し､市民､勤労者等からの労働上の
問題に関する相談に応じ､助言･指導を行う｡
〔実施日〕毎週火･水･木曜日
〔場所〕市役所本館7階　商工労政課ほか
〔相談件数〕116件

(10)さま
ざまな人
権問題

相談者は前年度より減少して
いるが、仕事に関する様々な
相談について、制度の説明や
関係機関へ適切に誘導してい
ることから、労働問題解決の
一助となっていると考える。

仕事に関する様々な問題
解決に向け、引き続き支
援を行い､相談案件に
よっては､大阪府等関係
機関と連携を図っていく
必要がある。

2 (3) ⑤各種生
活支援
サービス
や福祉
サービス
の充実

211 生活保護相談 生活福祉
課

〔目的〕生活に困窮する全ての市民に対し、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長する。
〔概要〕生活困窮者からの相談を聴き、解決方法をともに考え、また
は助言する。
〔日時〕随時
〔場所〕生活福祉課窓口
〔相談件数〕1,365件

(10)さま
ざまな人
権問題

生活困窮に陥った人に対して
適切に必要な福祉サービスを
提供し、自立を助長すること
ができた。

継続して実施する。
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体系
(大)

体系
(中)

体系(小) 通番 事業名 主担当課 令和４年度事業の取組と実績
10の主要
課題

令和４年度事業の取組と実績
に対する評価

事業の課題 改善方法

2 (3) ⑤各種生
活支援
サービス
や福祉
サービス
の充実

212 シルバーハウジ
ング生活援助員
派遣事業

長寿介護
課

〔目的〕高齢者の日常生活における自立支援を行う｡
〔概要〕シルバーハウジング(府営三島丘住宅)入居者に生活援助員を
派遣し､暮らしに関する助言や援助を行う｡
〔対象〕24世帯

(3)高齢者
問題

目的に沿った支援を行うこと
ができた。

現在は、同様の機能を持
つ高齢者向け住宅施策が
充実してきており今後見
直しが必要だが、府営住
宅を使用しており、大阪
府との協議が必要なた
め、市の判断で見直しを
行うことには限界があ
る。

2 (3) ⑤各種生
活支援
サービス
や福祉
サービス
の充実

213 こども食堂補助
事業

こども政
策課

〔目的〕子どもの食事と子どもが安心して過ごせる居場所の提供を促
進し、子どもが抱える悩みや家庭環境等の問題を早期に発見し、必要
な支援機関につなぐことのできる環境を整備する。
〔概要〕子どもに家庭的な雰囲気の食事並びに学習及び交流の場を提
供するこども食堂を運営する事業に対し、報償金を交付した。
〔支給額〕・2,000円にこども食堂の開催回数を乗じて得た額（1年
度当たり96回を上限）
・食品衛生責任者養成講習会の受講料に相当する額（食品衛生責任者
を配置していないこども食堂を対象に1年度当たり1回1名分10,500円
を上限）
〔対象〕要件を満たす事業を実施するこども食堂運営団体等
〔実績〕・補助団体数　8団体
　　　　・食品衛生講習会受講費用補助　1人
　　　　・合計補助額　566,500円

(2)子ど
も・若者
の問題

こども食堂開催に係る報償金
支給がこども食堂の持続的な
運営の一助となり、寄付で賄
うことができない食材の購入
費等に充てることができた。

子どもの貧困や孤食解消
の一助として、市内12団
体17カ所がこども食堂を
運営しているが、ボラン
ティアの協力や食材の寄
付をもって運営している
ため、財政的に厳しい状
況である。

市民等が手軽に現金を寄
付できる仕組みを構築
し、こども食堂を支援す
る。
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計画の推進体制等について

（１）庁内の取組状況

実施日 取組 内容

令和5年1月6日
人権啓発検討部会（茨木市人権擁護対策
推進委員会の専門部会）開催

第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）（素案）について

令和5年1月13日 庁議（政策推進会議）で報告 第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）（案）の概要について

令和5年1月19日
～令和5年2月8日

パブリックコメント実施
庁内意見照会

第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）（案）について

令和5年2月21日
人権啓発検討部会（茨木市人権擁護対策
推進委員会の専門部会）書面開催

意見等募集の結果及び第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）
（案）への反映について

令和5年3月24日 庁議（政策推進会議）で報告
意見等募集の結果及び第２次茨木市人権施策推進計画（改定版）の
最終案について

（２）茨木市人権尊重のまちづくり審議会の取組状況

実施日 取組 議題

令和4年7月20日 第１回審議会開催
（1）スケジュールについて
（2）第2次茨木市人権施策推進計画の改定について
（3）その他

令和4年10月12日 第２回審議会開催

（1）第2次茨木市人権施策推進計画の改定について
（2）第2次茨木市人権施策推進計画推進状況報告書について
（3）いのち・愛・ゆめセンター事業実績概要について
（4）その他

令和4年12月21日 第３回審議会開催
（1）第2次茨木市人権施策推進計画の改定について
（2）その他

令和5年2月22日 第４回審議会開催
（1）第2次茨木市人権施策推進計画の改定について
（2）その他
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